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(57)【要約】
【課題】　従来、パネルを積み上げる際に上下のパネル
の位置関係がずれ、上下の各パネルのボルト穴どうしが
合わなくなり、上下の各パネルをボルトで連結できなく
なる。
【解決手段】　パネル本体１ａを複数段垂直に積み上げ
る際、一端がパネル本体１ａに固定され、他端がパネル
本体１ａの上辺背面側から上方に突出してパネル本体１
ａに設けられた上側の連結部材２ａの他端を上段のパネ
ル本体１ａの背面に当接させて上段のパネル本体１ａと
係合させ、一端がパネル本体１ａに固定され、他端がパ
ネル本体１ａの下辺背面側から下方に突出してパネル本
体１ａに設けられた下側の連結部材２ａの他端を下段の
パネル本体１ａの背面に当接させて下段のパネル本体１
ａと係合させると共に、パネル本体１ａの転倒を転倒防
止部材３ａにより防止させることにより、上下のパネル
本体１ａを支え合わせることができる。
【選択図】　図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　パネル本体と、一端が前記パネル本体に固定され、他端が前記パネル本体の上辺背面側
から上方に突出して前記パネル本体に設けられた上側の連結部材と、一端が前記パネル本
体に固定され、他端が前記パネル本体の下辺背面側から下方に突出して前記パネル本体に
設けられた下側の連結部材と、複数段垂直に積み上げられた前記パネル本体の転倒を防止
する転倒防止部材とを備え、
　上側の前記連結部材の他端が上段の前記パネル本体の背面に当接して上段の前記パネル
本体と係合し、下側の前記連結部材の他端が下段の前記パネル本体の背面に当接して下段
の前記パネル本体と係合することにより、複数段垂直に積み上げられた各前記パネル本体
が上下に隣接する前記パネル本体に係合して壁面を構成することを特徴とする壁面構造。
【請求項２】
　上側の前記連結部材と下側の前記連結部材とは、一方向において互いに揃わないように
所定間隔ずらして前記パネル本体の背面に配置されていることを特徴とする請求項１に記
載の壁面構造。
【請求項３】
　パネル本体と、一端が前記パネル本体に固定され、他端が前記パネル本体の上辺背面側
から上方に突出して、または前記パネル本体の下辺背面側から下方に突出して前記パネル
本体に設けられた上側または下側の連結部材と、前記パネル本体の上辺または下辺の少な
くとも何れか一方に設けられて上下に隣接する前記パネル本体の下辺または上辺に係合す
る係合部と、複数段垂直に積み上げられた前記パネル本体の転倒を防止する転倒防止部材
とを備え、
　上側の前記連結部材の他端が上段の前記パネル本体の背面に当接して上段の前記パネル
本体と係合し、前記パネル本体の下辺または上辺に設けられた前記係合部が下段の前記パ
ネル本体の上辺または上段の前記パネル本体の下辺に係合することにより、または、下側
の前記連結部材の他端が下段の前記パネル本体の背面に当接して下段の前記パネル本体と
係合し、前記パネル本体の上辺または下辺に設けられた前記係合部が上段の前記パネル本
体の下辺または下段の前記パネル本体の上辺に係合することにより、複数段垂直に積み上
げられた各前記パネル本体が上下に隣接する前記パネル本体に係合して壁面を構成するこ
とを特徴とする壁面構造。
【請求項４】
　前記係合部は、隣接する前記パネル本体に係合する係合面が隣接する前記パネル本体と
所定の間隔があくように設けられていることを特徴とする請求項３に記載の壁面構造。
【請求項５】
　前記係合部は、隣接する前記パネル本体に係合する係合面側に出し入れ自在な調整治具
を介して隣接する前記パネル本体に係合することを特徴とする請求項４に記載の壁面構造
。
【請求項６】
　前記連結部材は、隣接する前記パネル本体に係合する係合面が隣接する前記パネル本体
と所定の間隔があくように設けられていることを特徴とする請求項１から請求項５のいず
れか１項に記載の壁面構造。
【請求項７】
　前記連結部材は、前記パネル本体に取り付けられる取付面と前記パネル本体との間に前
記所定の間隔をあける調整材が介挿されて、前記パネル本体に着脱自在に取り付けられる
ことを特徴とする請求項６に記載の壁面構造。
【請求項８】
　前記パネル本体は、前記連結部材の取付部分の厚さが、前記連結部材の前記係合面と対
峙する部分の隣接する前記パネル本体の厚さより厚いことで、隣接する前記パネル本体と
前記係合面との間に前記所定の間隔があくことを特徴とする請求項６に記載の壁面構造。
【請求項９】
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　前記連結部材は、隣接する前記パネル本体に係合する係合面側に出し入れ自在な調整治
具を介して隣接する前記パネル本体に係合することを特徴とする請求項６から請求項８の
いずれか１項に記載の壁面構造。
【請求項１０】
　前記連結部材は、前記パネル本体との取付箇所よりも前記他端の反対側に離れた前記一
端に、前記パネル本体の背面に当接する支点が設けられていることを特徴とする請求項１
から請求項９のいずれか１項に記載の壁面構造。
【請求項１１】
　前記転倒防止部材は、隣接する各前記パネル本体の各前記連結部材を相互に固定する、
または、隣接する前記パネル本体の一方の前記連結部材と他方の前記パネル本体とを相互
に固定する、または、隣接する各前記パネル本体自体を相互に固定する、または、前記パ
ネル本体の背面どうしが対向して構成される一対の壁面の最上段の各前記パネル本体自体
を相互に固定することを特徴とする請求項１から請求項１０のいずれか１項に記載の壁面
構造。
【請求項１２】
　前記転倒防止部材は、一端が前記パネル本体の背面に取り付けられ、他端が、前記パネ
ル本体の背面に充填された裏込部の硬化した表層部に固定されて、前記パネル本体の背面
および前記裏込部の表層部間に設けられた引張材から構成されることを特徴とする請求項
１から請求項１０のいずれか１項に記載の壁面構造。
【請求項１３】
　前記転倒防止部材は、一端が前記パネル本体の前面に固定され、他端が上または下に隣
接する前記パネル本体の前面に当接して係合することを特徴とする請求項１から請求項１
０のいずれか１項に記載の壁面構造。
【請求項１４】
　前記転倒防止部材は、隣接する前記パネル本体に係合する係合面が隣接する前記パネル
本体と所定の間隔があくように設けられていることを特徴とする請求項１３に記載の壁面
構造。
【請求項１５】
　前記転倒防止部材は、隣接する前記パネル本体に係合する係合面側に出し入れ自在な調
整治具を介して隣接する前記パネル本体に係合されることを特徴とする請求項１４に記載
の壁面構造。
【請求項１６】
　前記転倒防止部材は、前記パネル本体との取付箇所よりも前記他端の反対側に離れた前
記一端に、前記パネル本体の前面に当接する支点が設けられていることを特徴とする請求
項１３から請求項１５のいずれか１項に記載の壁面構造。
【請求項１７】
　前記連結部材は、前記パネル本体と別体で形成され、前記パネル本体に着脱自在または
回動自在に取り付けられることを特徴とする請求項１から請求項１６のいずれか１項に記
載の壁面構造。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、パネル本体が複数段垂直に積み上げられて構成される壁面構造に関するもの
である。
【背景技術】
【０００２】
　従来、この種の壁面構造としては、例えば、特許文献１に開示されたコンクリート製型
枠から成る砂防ダムの壁面構造やコンクリート擁壁等がある。コンクリート製型枠は方形
のコンクリート製パネルである。このパネルが積み上げられて壁面が構築される際、同文
献の図１に示されるように、下段のパネルに取り付けられた連結金具にあけられたボルト
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穴が、上段のパネルの背面に設けられた埋込みボルト穴に合わされる。そして、連結金具
にあけられたボルト穴にボルトが挿通させられて上段のパネルの背面に設けられた埋込み
ボルト穴に螺合して締結されることで、上下の各パネルは連結金具を介して連結される。
また、同文献の図２に示されるように、パネル側が広幅の４個の連結金具がパネルの背面
に設けられる場合には、下段のパネルの連結金具にあけられたボルト穴と上段の連結金具
にあけられたボルト穴とが合わされ、各ボルト穴にネジが挿通させられて各連結金具どう
しが固定されることで、上下の各パネルが連結される。また、同文献の図７に示されるよ
うに、パネルの上下縁にそれぞれ連結穴が設けられる場合には、下段のパネルに設けられ
た連結穴と上段のパネルに設けられた連結穴とが合わされ、各連結穴にボルトが挿通され
ることで、上下のパネルが連結される。
【０００３】
　また、従来、この種の壁面構造としては、例えば、特許文献２に開示された残存型枠パ
ネルの型枠パネル本体を所望段数積み重ね、型枠パネル本体の背面にコンクリート等の裏
込材を詰め込んで、砂防ダムの壁面や擁壁等を構築するものもある。型枠パネル本体の背
面には、側面三角形に組み付けられて型枠パネル本体を支持する支持鉄筋が設けられる。
支持鉄筋は、側面三角形の下側に配置される第１鉄筋と側面三角形の上側に配置される第
２鉄筋とからなる。各鉄筋の一端が型枠パネル本体の背面に取り付けられ、他端が、裏込
材を構成するコンクリート層部に埋設されたアンカー金具に取り付けられることで、支持
鉄筋は型枠パネル本体を支持する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特許第３２４２１６０号公報
【特許文献２】実用新案登録第３１１５８８７号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、上記従来の壁面構造では、上段のパネルは、パネルを垂直に積み上げて
壁面を構築する際、下段のパネルに対して各ボルト穴や各連結穴どうしが合うように、位
置させなければならない。従って、パネルを積み上げる際に上下のパネルの位置関係がず
れると、各ボルト穴や各連結穴どうしが合わなくなって、上下の各パネルを連結できなく
なり、壁面が構築できなくなる。また、各ボルト穴や各連結穴にボルトやネジを挿通して
上下のパネルを締結させる作業が必要とされ、また、パネルを自立させるためにパネルを
支える仮設サポート材などを設ける場合もあって手間がかかり、パネルの積み上げ作業効
率は良くなかった。
【０００６】
　また、補強土工法等のフレキシブルな構造体の壁面に使用する場合、上下のパネルどう
しは、ボルトやネジで固く剛結されているので、パネルの背後にある盛土等が変形してパ
ネル背面に荷重が偏ってかかると、パネルどうしを剛結したボルトやネジに大きな荷重が
局所的にかかってこれらが破損することがある。また、パネルの背後にある盛土等が沈下
したり変形すると、ボルトやネジで固く剛結されているパネルはこれらに追従して動くこ
とができず、パネルの背面側に空洞が形成されるなどして、壁面構造が弱体化する。
【０００７】
　また、上記従来の特許文献２に開示された壁面構造では、型枠パネル本体を支持する支
持鉄筋を設置するために、壁面の背面に広いスペースが必要とされる。このため、壁面の
背面にスペースを確保できない狭い所や、壁面の背面のスペースを狭くして施工する所、
例えば橋脚といった既設構造体の前方に、上記従来の特許文献２に開示された壁面構造の
壁面を構築することはできない。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
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　本発明はこのような課題を解決するためになされたもので、
パネル本体と、一端がパネル本体に固定され、他端がパネル本体の上辺背面側から上方に
突出してパネル本体に設けられた上側の連結部材と、一端がパネル本体に固定され、他端
がパネル本体の下辺背面側から下方に突出してパネル本体に設けられた下側の連結部材と
、複数段垂直に積み上げられたパネル本体の転倒を防止する転倒防止部材とを備え、
上側の連結部材の他端が上段のパネル本体の背面に当接して上段のパネル本体と係合し、
下側の連結部材の他端が下段のパネル本体の背面に当接して下段のパネル本体と係合する
ことにより、複数段垂直に積み上げられた各パネル本体が上下に隣接するパネル本体に係
合して壁面を構成する壁面構造とした。
【０００９】
　また、本発明は、
パネル本体と、一端がパネル本体に固定され、他端がパネル本体の上辺背面側から上方に
突出して、またはパネル本体の下辺背面側から下方に突出してパネル本体に設けられた上
側または下側の連結部材と、パネル本体の上辺または下辺の少なくとも何れか一方に設け
られて上下に隣接するパネル本体の下辺または上辺に係合する係合部と、複数段垂直に積
み上げられたパネル本体の転倒を防止する転倒防止部材とを備え、
上側の連結部材の他端が上段のパネル本体の背面に当接して上段のパネル本体と係合し、
パネル本体の下辺または上辺に設けられた係合部が下段のパネル本体の上辺または上段の
パネル本体の下辺に係合することにより、または、下側の連結部材の他端が下段のパネル
本体の背面に当接して下段のパネル本体と係合し、パネル本体の上辺または下辺に設けら
れた係合部が上段のパネル本体の下辺または下段のパネル本体の上辺に係合することによ
り、複数段垂直に積み上げられた各パネル本体が上下に隣接するパネル本体に係合して壁
面を構成する壁面構造とした。
【００１０】
　これらの構成によれば、パネル本体を複数段垂直に積み上げる際、一端がパネル本体に
固定され、他端がパネル本体の上辺背面側から上方に突出してパネル本体に設けられた上
側の連結部材の他端を上段のパネル本体の背面に当接させて上段のパネル本体と係合させ
、一端がパネル本体に固定され、他端がパネル本体の下辺背面側から下方に突出してパネ
ル本体に設けられた下側の連結部材の他端を下段のパネル本体の背面に当接させて下段の
パネル本体と係合させると共に、パネル本体の転倒を転倒防止部材により防止させること
により、上下のパネル本体を支え合わせることができる。また、上側の連結部材の他端を
上段のパネル本体の背面に当接させて上段のパネル本体と係合させ、パネル本体の下辺ま
たは上辺に設けられた係合部を下段のパネル本体の上辺または上段のパネル本体の下辺に
係合させると共に、パネル本体の転倒を転倒防止部材により防止させることにより、また
は、下側の連結部材の他端を下段のパネル本体の背面に当接させて下段のパネル本体と係
合させ、パネル本体の上辺または下辺に設けられた係合部を上段のパネル本体の下辺また
は下段のパネル本体の上辺に係合させると共に、パネル本体の転倒を転倒防止部材により
防止させることにより、上下のパネル本体を支え合わせることができる。
【００１１】
　このため、パネル本体を積み上げる際、上下のパネル本体の位置関係を考慮することな
く、積み上げていくことが可能となる。従って、パネルを積み上げる際に上下のパネルの
位置関係がずれることで、従来のように、上下の各パネルのボルト穴や連結穴どうしが合
わなくなり、上下の各パネルをボルトやネジで連結できなくなって、壁面が構築できなく
なることはない。また、パネル本体を複数段垂直に積み上げる際、上下のパネル本体どう
しを連結部材または係合部によって単に係合させると共に、パネル本体の転倒を転倒防止
部材により防止させることで、上下のパネル本体どうしが支え合い、パネル本体が自立す
る。このため、パネルを自立させるために従来行われた、上下のパネルをボルトやネジで
締結させる作業や、パネルを支える仮設サポート材などを設ける作業が必要とされないの
で、パネル本体の積み上げ作業効率は向上する。また、パネル本体の形状を薄く構成でき
るので、壁面の製作コストを大幅に削減できる。
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【００１２】
　また、上下のパネル本体はボルト等で剛結される構成ではないため、補強土工法等のフ
レキシブルな構造体の壁面に使用する場合、パネル本体の背後にある盛土等が沈下したり
変形すると、パネル本体はその沈下や変形に追従して動くことが可能である。従って、パ
ネル本体どうしをボルト等で剛結させる従来の壁面構造のように、パネルの背後にある盛
土等が沈下したり変形することでパネル背面に荷重が偏ってかかり、パネルどうしを剛結
するボルト等に大きな荷重が局所的にかかって破損したり、また、パネルの背面側に空洞
が形成されるなどして壁面構造が弱体化することもなくなり、フレキシブルで耐久性が増
した壁面構造が提供される。
【００１３】
　また、パネル本体の背面に広いスペースを占めてパネル本体を支持する従来のような支
持鉄筋等のサポート材を設置する必要もないので、壁面の背面にスペースを確保できない
狭い所や、壁面の背面のスペースを狭くして施工する所、例えば橋脚等の前方などでも、
パネル本体を支障なく積み上げて新たな壁面を構築して、補修や補強を行うことができる
。
【００１４】
　また、本発明は、上側の連結部材と下側の連結部材とが、一方向において互いに揃わな
いように所定間隔ずらしてパネル本体の背面に配置されていることを特徴とする。
【００１５】
　この構成によれば、壁面の敷設延長方向が真っ直ぐな直線施工時などにおいて、下方に
積まれるパネル本体の真上に上方のパネル本体を積み上げるような規則的な積み方を行う
場合、上段のパネル本体の下側の連結部材と下段のパネル本体の上側の連結部材とが一方
向において互いに揃い、重なってぶつかるのを回避することができる。
【００１６】
　また、本発明は、係合部が、隣接するパネル本体に係合する係合面が隣接するパネル本
体と所定の間隔があくように設けられていることを特徴とする。
【００１７】
　壁面の敷設延長方向が曲がる曲線施工において、イモ積み方式以外の千鳥積み方式等の
、上下のパネル本体の位置関係が揃わない積み方で、パネル本体を積み上げる場合、下方
に積まれるパネル本体と上方に積まれるパネル本体とは一面とならず、上下のパネル本体
の前面側または背面側の間で出入りが生じることになる。しかし、この構成によれば、係
合部の、隣接するパネル本体に係合する係合面が隣接するパネル本体と所定の間隔があく
ように設けられているため、この予め設けられた隙間により、係合部の係合面と隣接する
パネル本体とがぶつかり合うことなく、曲線施工によってパネル本体を作業効率よく積み
上げることが可能になる。
【００１８】
　また、本発明は、係合部が、隣接するパネル本体に係合する係合面側に出し入れ自在な
調整治具を介して隣接するパネル本体に係合することを特徴とする。
【００１９】
　この構成によれば、係合部が、隣接するパネル本体に係合する係合面側に出し入れ自在
な調整治具を介して、隣接するパネル本体に係合するため、曲線施工で上下のパネル本体
の位置関係を揃えずにパネル本体を積み上げる場合、上下のパネル本体の背面が面一にな
らなくても、隣接するパネル本体に係合する係合面側への調整治具の出し入れを調整する
ことにより、上下のパネル本体を互いに容易に支え合わせてぐらつくことなく係合させる
ことができ、上下のパネル本体の位置関係を揃えずに行う曲線施工の作業効率が向上する
。
【００２０】
　また、本発明は、連結部材が、隣接するパネル本体に係合する係合面が隣接するパネル
本体と所定の間隔があくように設けられていることを特徴とする。
【００２１】



(7) JP 2012-136824 A 2012.7.19

10

20

30

40

50

　曲線施工で上下のパネル本体の位置関係を揃えずにパネル本体を積み上げる場合、下方
に積まれるパネル本体と上方に積まれるパネル本体とは一面とならず、上下のパネル本体
の前面側または背面側の間で出入りが生じることになる。しかし、この構成によれば、連
結部材の、隣接するパネル本体に係合する係合面が隣接するパネル本体と所定の間隔があ
くように設けられているため、この予め設けられた隙間により、連結部材の係合面と隣接
するパネル本体とがぶつかり合うことなく、上下のパネル本体の位置関係を揃えずに行う
曲線施工によってパネル本体を作業効率よく積み上げることが可能になる。また、この予
め設けられた隙間により、パネル本体の前面に転倒防止部材を予め取り付けた状態でパネ
ル本体を効率的に積み上げる場合には、パネル本体と連結部材とが相互に干渉することな
く、スムーズにパネル本体を積み上げることが可能になる。また、上下のパネル本体の位
置関係を揃えて、下方に積まれるパネル本体と上方に積まれるパネル本体とが一面となる
場合にも、上述したように、パネル本体と連結部材とが相互に干渉することなく、スムー
ズにパネル本体を積み上げることが可能になる。
【００２２】
　また、本発明は、連結部材が、パネル本体に取り付けられる取付面とパネル本体との間
に所定の間隔をあける調整材が介挿されて、パネル本体に着脱自在に取り付けられること
を特徴とする。
【００２３】
　この構成によれば、連結部材のパネル本体に取り付けられる取付面とパネル本体との間
に調整材が介挿されることで、連結部材の隣接するパネル本体に係合する係合面と、隣接
するパネル本体との間にあく所定の間隔が、上下のパネル本体の間に生じる出入りの大き
さに応じて、調整される。この調整により、連結部材の係合面と隣接するパネル本体とが
ぶつかり合うことなく、上下のパネル本体の位置関係を揃えずに行う曲線施工によってパ
ネル本体を積み上げることができる。
【００２４】
　また、本発明は、パネル本体が、連結部材の取付部分の厚さが、連結部材の係合面と対
峙する部分の隣接するパネル本体の厚さより厚いことで、隣接するパネル本体と係合面と
の間に所定の間隔があくことを特徴とする。
【００２５】
　この構成によれば、連結部材の取付部分のパネル本体の厚さが、連結部材の係合面と対
峙する部分の隣接するパネル本体の厚さより厚いことで、隣接するパネル本体と連結部材
の係合面との間に所定の間隔があけられる。このため、上下のパネル本体の位置関係を揃
えずに曲線施工する際、上下のパネル本体の間に出入りが生じても、隣接するパネル本体
と連結部材の係合面とがぶつかり合うことなく、パネル本体を積み上げることができる。
【００２６】
　また、本発明は、連結部材が、隣接するパネル本体に係合する係合面側に出し入れ自在
な調整治具を介して隣接するパネル本体に係合することを特徴とする。
【００２７】
　この構成によれば、連結部材が、隣接するパネル本体に係合する係合面側に出し入れ自
在な調整治具を介して、隣接するパネル本体に係合するため、上下のパネル本体の背面が
面一にならない場合でも、隣接するパネル本体に係合する係合面側への調整治具の出し入
れを調整することにより、上下のパネル本体を互いに容易に支え合わせてぐらつくことな
く係合させることができ、上下のパネル本体の位置関係を揃えずに行う曲線施工の作業効
率が向上する。
【００２８】
　また、本発明は、連結部材が、パネル本体との取付箇所よりも他端の反対側に離れた一
端に、パネル本体の背面に当接する支点が設けられていることを特徴とする。
【００２９】
　この構成によれば、パネル本体の積み上げ作業中に、パネル本体の前面側からパネル本
体を介して連結部材の他端側に何らかの負荷がかかっても、連結部材の一端に設けられた
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支点が取付箇所を挟む反対側でパネル本体の背面に当接することにより、この負荷がパネ
ル本体の背面に当接する支点でも受けられる。このため、連結部材の他端側にかかる負荷
は、連結部材の取付箇所と連結部材の一端に設けられた支点とで支えられ、取付箇所のみ
で連結部材が固定されている場合に比べて、連結部材はぐらつくことなく確実にパネル本
体に固定される。
【００３０】
　また、本発明は、転倒防止部材が、隣接する各パネル本体の各連結部材を相互に固定す
る、または、隣接するパネル本体の一方の連結部材と他方のパネル本体とを相互に固定す
る、または、隣接する各パネル本体自体を相互に固定する、または、パネル本体の背面ど
うしが対向して構成される一対の壁面の最上段の各パネル本体自体を相互に固定すること
を特徴とする。
【００３１】
　この構成によれば、パネル本体を積み上げる作業において、転倒防止部材により、隣接
する各パネル本体の各連結部材、または、隣接するパネル本体の一方の連結部材と他方の
パネル本体、または、隣接する各パネル本体自体、または、パネル本体の背面どうしが対
向して構成される一対の壁面の最上段の各パネル本体自体が、相互に固定されることで、
パネル本体が転倒するのが防止されて、パネル本体が自立する。
【００３２】
　また、本発明は、転倒防止部材が、一端がパネル本体の背面に取り付けられ、他端が、
パネル本体の背面に充填された裏込部の硬化した表層部に固定されて、パネル本体の背面
および裏込部の表層部間に設けられた引張材から構成されることを特徴とする。
【００３３】
　この構成によれば、パネル本体を積み上げる作業において、転倒防止部材を構成する引
張材により、パネル本体が前面側に転倒するのが防止される。このため、砂防ダムのよう
に、壁面の裏側に作業スペースが十分にあり、壁面の裏側から大量の充填材の大きな側圧
が壁面にかかっても壁面が倒れないようにしたい場合、パネル本体と裏込部の表層部との
間に引張材が設けられることにより、壁面が大きな側圧に対抗できる。従って、壁面の背
面に一度に充填する裏込の量を増やすことができて、充填材を含む壁面構造全体を構築す
る作業時間を大幅に短縮することができる。
【００３４】
　また、本発明は、転倒防止部材が、一端がパネル本体の前面に固定され、他端が上また
は下に隣接するパネル本体の前面に当接して係合することを特徴とする。
【００３５】
　この構成によれば、パネル本体を積み上げる作業において、一端がパネル本体の前面に
固定され、他端が上または下に隣接するパネル本体の前面に当接して係合する転倒防止部
材により、パネル本体が壁面の前面側へ転倒するのが防止される。
【００３６】
　また、本発明は、転倒防止部材が、隣接するパネル本体に係合する係合面が隣接するパ
ネル本体と所定の間隔があくように設けられていることを特徴とする。
【００３７】
　この構成によれば、上下のパネル本体の位置関係を揃えずに行う曲線施工でパネル本体
を積み上げる場合、下方に積まれるパネル本体と上方に積まれるパネル本体とは一面とな
らず、上下のパネル本体の前面側または背面側の間で出入りが生じ、転倒防止部材の係合
面と隣接するパネル本体とがぶつかり合うことになる。しかし、この構成によれば、転倒
防止部材の、隣接するパネル本体に係合する係合面が隣接するパネル本体と所定の間隔が
あくように設けられているため、この予め設けられた隙間により、転倒防止部材の係合面
と隣接するパネル本体とがぶつかり合うことなく、上下のパネル本体の位置関係を揃えず
に行う曲線施工時にパネル本体が壁面の前面側へ転倒するのが防止される。また、この予
め設けられた隙間により、パネル本体の前面に転倒防止部材を予め取り付けた状態でパネ
ル本体を効率的に積み上げる場合には、パネル本体と転倒防止部材とが相互に干渉するこ
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となく、スムーズにパネル本体を積み上げることが可能になる。特に、パネル本体の前面
に凹凸状の模様が付いている場合、模様に転倒防止部材が干渉することなく、スムーズに
パネル本体を積み上げることが可能になる。また、上下のパネル本体の位置関係を揃えて
、下方に積まれるパネル本体と上方に積まれるパネル本体とが一面となる場合にも、上述
したように、パネル本体と転倒防止部材とが相互に干渉することなく、スムーズにパネル
本体を積み上げることが可能になる。
【００３８】
　また、本発明は、転倒防止部材が、隣接するパネル本体に係合する係合面側に出し入れ
自在な調整治具を介して隣接するパネル本体に係合されることを特徴とする。
【００３９】
　この構成によれば、転倒防止部材が、隣接するパネル本体に係合する係合面側に出し入
れ自在な調整治具を介して、隣接するパネル本体に係合するため、上下のパネル本体の前
面が面一にならない場合でも、また、上下のパネル本体の前面に凹凸状の模様が付いてい
たりする場合でも、隣接するパネル本体に係合する係合面側への調整治具の出し入れを調
整することにより、転倒防止部材の他端を上下のパネル本体の前面に容易にぐらつくこと
なく係合させることができる。
【００４０】
　また、本発明は、転倒防止部材が、パネル本体との取付箇所よりも他端の反対側に離れ
た一端に、パネル本体の前面に当接する支点が設けられていることを特徴とする。
【００４１】
　この構成によれば、パネル本体の背面に充填された裏込部の側圧により、パネル本体を
介して転倒防止部材の他端側に負荷がかかっても、転倒防止部材の一端に設けられた支点
が取付箇所を挟む反対側でパネル本体の前面に当接することにより、この負荷がパネル本
体の前面に当接する支点でも受けられる。このため、転倒防止部材の他端側にかかる負荷
は、転倒防止部材の取付箇所と転倒防止部材の一端に設けられた支点とで支えられ、取付
箇所のみで転倒防止部材が固定されている場合に比べて、転倒防止部材はぐらつくことな
く確実にパネル本体に固定される。
【００４２】
　また、本発明は、連結部材が、パネル本体と別体で形成され、パネル本体に着脱自在ま
たは回動自在に取り付けられることを特徴とする。
【００４３】
　この構成によれば、連結部材がパネル本体と別体で形成されるため、連結部材とパネル
本体とを別々に安価に製作することができ、連結部材とパネル本体とを一体に製作する場
合に比べて壁面の製作コストを大幅に削減できる。また、パネル本体を積み上げる際、上
下のパネル本体の位置関係を考慮することなくパネル本体を積み上げると、上下のパネル
本体に設けられた各連結部材どうしがどこかでぶつかる。しかし、連結部材がパネル本体
に着脱自在に取り付けられる構成の場合、ぶつかる連結部材の一方を取り外したり、別の
位置にずらして取り付けることで、連結部材どうしのぶつかりを避けることができる。ま
た、連結部材がパネル本体に回動自在に取り付けられる構成の場合、ぶつかる連結部材の
一方の他端を、パネル本体との取付箇所を中心にパネル本体の背面上で回動させることに
より、連結部材どうしのぶつかりを避けることができる。
【発明の効果】
【００４４】
　本発明によれば、上記のように、パネルを積み上げる際に上下のパネルの位置関係がず
れることで、従来のように、上下の各パネルのボルト穴や連結穴どうしが合わなくなり、
上下の各パネルをボルトやネジで連結できなくなって、壁面が構築できなくなることはな
い。また、パネルを自立させるために従来行われた、上下のパネルをボルトやネジで締結
させる作業や、パネルを支える仮設サポート材などを設ける作業が必要とされないので、
パネル本体の積み上げ作業効率は向上する。また、パネル本体どうしをボルト等で剛結さ
せる従来の壁面構造のように、パネルの背後にある盛土等が沈下したり変形することでパ
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ネル背面に荷重が偏ってかかり、パネルどうしを剛結するボルト等に大きな荷重が局所的
にかかって破損したり、また、パネルの背面側に空洞が形成されるなどして壁面構造が弱
体化することもなくなり、フレキシブルで耐久性が増した壁面構造が提供される。また、
壁面の背面にスペースを確保できない狭い所や、壁面の背面のスペースを狭くして施工す
る所などでも、パネル本体を支障なく積み上げて新たな壁面を構築して、補修や補強を行
うことができる。
【図面の簡単な説明】
【００４５】
【図１】（ａ）、（ｂ）および（ｃ）は、本発明の第１の実施の形態による壁面構造の最
下段に設けられるパネルの平面図、背面図および側面図、（ｄ）、（ｅ）および（ｆ）は
、２段目以降に積まれるパネルの平面図、背面図および側面図である。
【図２】（ａ）は、図１に示すパネルを複数段積み上げて構築して行く過程における壁面
構造の側面図、（ｂ）は、第１の実施の形態の第１の変形例による壁面構造の一部側面図
である。
【図３】図１に示すパネルを複数段積み上げて完成した壁面構造の側面図である。
【図４】第１の実施の形態による壁面構造において連結部材が回動自在に取り付けられて
いる構成を説明するためのパネルの背面図である。
【図５】第１の実施の形態の壁面構造を曲線施工した際に生じるパネルの出入りを説明す
るための図であり、（ａ）および（ｃ）は、パネルをイモ積み方式で複数段積み上げて曲
線施工した第１の実施の形態の壁面構造の平面図および側面図、（ｂ）および（ｄ）は、
パネルを千鳥積み方式で複数段積み上げて曲線施工した第１の実施の形態の壁面構造の平
面図および側面図である。
【図６】（ａ）、（ｂ）および（ｃ）は、第１の実施の形態の第２の変形例による壁面構
造の２段目以降に積まれるパネルの平面図、背面図および側面図である。
【図７】（ａ）、（ｂ）および（ｃ）は、第１の実施の形態の第３の変形例による壁面構
造の最下段に設けられるパネルの平面図、背面図および側面図、（ｄ）、（ｅ）および（
ｆ）は、２段目以降に積まれるパネルの平面図、背面図および側面図である。
【図８】図７に示すパネルを複数段積み上げて構築して行く過程における壁面構造の側面
図である。
【図９】図７に示すパネルを複数段積み上げて完成した壁面構造の側面図である。
【図１０】（ａ）、（ｂ）および（ｃ）は、本発明の第２の実施の形態による壁面構造の
最下段に設けられるパネルの平面図、背面図および側面図、（ｄ）、（ｅ）および（ｆ）
は、２段目以降に積まれるパネルの平面図、背面図および側面図である。
【図１１】（ａ）は、図１０に示すパネルを複数段積み上げて構築して行く過程における
壁面構造の側面図、（ｂ）は、第２の実施の形態の第１の変形例による壁面構造の一部側
面図である。
【図１２】図１０に示すパネルを複数段積み上げて完成した壁面構造の側面図である。
【図１３】（ａ）、（ｂ）および（ｃ）は、第２の実施の形態の第２の変形例による壁面
構造の２段目以降に積まれるパネルの平面図、背面図および側面図である。
【図１４】（ａ）、（ｂ）および（ｃ）は、第２の実施の形態の第３の変形例による壁面
構造の２段目以降に積まれるパネルの平面図、背面図および側面図である。
【図１５】（ａ）、（ｂ）および（ｃ）は、本発明の第３の実施の形態による壁面構造の
最下段に設けられるパネルの平面図、背面図および側面図、（ｄ）、（ｅ）および（ｆ）
は、２段目以降に積まれるパネルの平面図、背面図および側面図である。
【図１６】（ａ）は、図１５に示すパネルを複数段積み上げて構築して行く過程における
壁面構造の側面図、（ｂ）は、第３の実施の形態の第１の変形例による壁面構造の一部側
面図である。
【図１７】図１５に示すパネルを複数段積み上げて構築して行く過程における壁面構造の
斜視図である。
【図１８】（ａ）、（ｂ）および（ｃ）は、第３の実施の形態の第２の変形例による壁面
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構造の最下段に設けられるパネルの平面図、背面図および側面図、（ｄ）、（ｅ）および
（ｆ）は、２段目以降に積まれるパネルの平面図、背面図および側面図である。
【図１９】（ａ）は、図１８に示すパネルを複数段積み上げて構築して行く過程における
壁面構造の側面図、（ｂ）は、第３の実施の形態の第３の変形例による壁面構造の一部側
面図である。
【図２０】（ａ）、（ｂ）および（ｃ）は、本発明の第４の実施の形態による壁面構造の
最下段に設けられるパネルの平面図、背面図および側面図、（ｄ）、（ｅ）および（ｆ）
は、２段目以降に積まれるパネルの平面図、背面図および側面図である。
【図２１】（ａ）は、図２０に示すパネルを複数段積み上げて構築して行く過程における
壁面構造の側面図、（ｂ）は、第４の実施の形態の第１の変形例による壁面構造の一部側
面図である。
【図２２】（ａ）、（ｂ）および（ｃ）は、第４の実施の形態の第２の変形例による壁面
構造の最下段に設けられるパネルの平面図、背面図および側面図、（ｄ）、（ｅ）および
（ｆ）は、２段目以降に積まれるパネルの平面図、背面図および側面図である。
【図２３】（ａ）は、図２２に示すパネルを複数段積み上げて構築して行く過程における
壁面構造の側面図、（ｂ）は、第４の実施の形態の第３の変形例による壁面構造の一部側
面図である。
【図２４】（ａ）、（ｂ）および（ｃ）は、本発明の第５の実施の形態による壁面構造の
最下段に設けられるパネルの平面図、背面図および側面図、（ｄ）、（ｅ）および（ｆ）
は、２段目以降に積まれるパネルの平面図、背面図および側面図である。
【図２５】（ａ）は、図２４に示すパネルを複数段積み上げて構築して行く過程における
壁面構造の側面図、（ｂ）は、第５の実施の形態の第１の変形例による壁面構造の一部側
面図である。
【図２６】図２４に示すパネルを複数段積み上げて完成した壁面構造の側面図である。
【図２７】（ａ）、（ｂ）および（ｃ）は、第５の実施の形態の第２の変形例による壁面
構造の２段目以降に積まれるパネルの平面図、背面図および側面図である。
【発明を実施するための形態】
【００４６】
　次に、本発明による壁面構造の第１の実施の形態について説明する。
【００４７】
　図１（ａ）、（ｂ）および（ｃ）は、第１の実施の形態による壁面構造の最下段に設け
られるパネル１Ａの平面図、背面図および側面図、同図（ｄ）、（ｅ）および（ｆ）は、
２段目以降に積まれるパネル１Ｂの平面図、背面図および側面図である。
【００４８】
　パネル１Ａ、１Ｂを構成するパネル本体１ａは、方形の板状をした所定の厚さ（３ｃｍ
～１０ｃｍ程度）のコンクリートから成り、前面には凹凸で模様が設けられている。連結
部材２ａは、長方形状の金属製板材の短辺方向が垂直に折り曲げ加工されて形成され、２
箇所に穴が設けられている。連結部材２ａの一方の穴にはアンカーボルト４ａが差し込ま
れて、パネル本体１ａの背面に埋め込まれているインサートナットにアンカーボルト４ａ
が螺合し、ナット５ａで締め付けることにより、連結部材２ａはパネル本体１ａの背面に
固定される。他方の穴にはナット５ｂが溶接され、ボルト４ｂがナット５ｂに螺合してい
る。また、パネル本体１ａは、同図（ａ）、（ｄ）に示すように、左方の側面の前面側が
左側方に突出し、右方の側面の背面側が右側方に突出している。
【００４９】
　同図（ａ）、（ｂ）、（ｃ）に示すように、パネル１Ａの２個の上側の連結部材２ａは
、一端がパネル本体１ａに固定され、他端がパネル本体１ａの上辺背面側から上方に突出
して、パネル本体１ａに設けられている。また、パネル１Ａのパネル本体１ａ背面下方に
設けられた控えブロック６ａはコンクリート製であり、穴が設けられている。この穴にボ
ルト４ｃが差し込まれてパネル本体１ａの背面に埋め込まれたインサートナットにボルト
４ｃが螺合することにより、控えブロック６ａはパネル本体１ａの背面に固定されている
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。控えブロック６ａは、形鋼や平鋼等の鋼製であってもよく、最下段のパネル本体１ａの
背面側に延出して設けられる。控えブロック６ａは、パネル本体１ａと別体に形成されて
パネル本体１ａを自立させる。
【００５０】
　同図（ｄ）、（ｅ）、（ｆ）に示すように、パネル１Ｂのパネル本体１ａの背面におい
て、２個の上側の連結部材２ａは、一端がパネル本体１ａに固定され、他端がパネル本体
１ａの上辺背面側から上方に突出して、パネル本体１ａに設けられている。また、２個の
下側の連結部材２ａは、一端がパネル本体１ａに固定され、他端がパネル本体１ａの下辺
背面側から下方に突出して、パネル本体１ａに設けられている。上側の連結部材２ａと下
側の連結部材２ａとは、一方向において互いに揃わないように所定間隔ずらしてパネル本
体１ａの背面に配置されている。
【００５１】
　また、パネル１Ａ、１Ｂの上側の連結部材２ａの、アンカーボルト４ａによるパネル本
体１ａとの取付箇所よりも上端の反対側に離れた下端は、パネル本体１ａの背面に当接す
る支点を構成する。また、パネル１Ｂの下側の連結部材２ａの、アンカーボルト４ａによ
るパネル本体１ａとの取付箇所よりも下端の反対側に離れた上端は、パネル本体１ａの背
面に当接する支点を構成する。
【００５２】
　パネル１Ｂのパネル本体１ａの前面下方には、２個の転倒防止部材３ａが設けられてい
る。これら転倒防止部材３ａは、連結部材２ａと同様に、長方形状の金属製板材の短辺方
向が垂直に折り曲げ加工されて形成されている。転倒防止部材３ａは、上端、下端、およ
び上端寄りに３個の穴が設けられている。転倒防止部材３ａの上端寄りの穴にボルト４ｄ
が差し込まれて円筒状の調整材８ａに挿通されて、このボルト４ｄがパネル本体１ａの前
面に埋め込まれたインサートナットに螺合することにより、転倒防止部材３ａは、上端側
の一端がパネル本体１ａに固定され、下端側の他端がパネル本体１ａの下辺前面側から下
方に突出して、パネル本体１ａに設けられている。
【００５３】
　また、転倒防止部材３ａの上端および下端の各穴にはナット５ｃおよび５ｄが溶接され
、これらナット５ｃおよび５ｄにボルト４ｅおよびボルト４ｆが螺合している。転倒防止
部材３ａは、ボルト４ｄによるパネル本体１ａとの取付箇所よりも下端の反対側に離れた
上端に、パネル本体１ａの前面に当接する支点がボルト４ｅによって設けられている。
【００５４】
　図２（ａ）は、図１に示すパネル１Ａ、１Ｂを複数段積み上げて構築して行く過程にお
ける壁面構造の側面図である。なお、同図において図１と同一部分には同一符号を付して
その説明は省略する。
【００５５】
　最初に、最下段のパネル１Ａのパネル本体１ａが砕石１６上の基礎１１上に設置される
。この際、パネル本体１ａの下端部より高い位置からその背面側に延出して設けられてい
る控えブロック６ａの後端には、三角柱状をした枕木１２が設置され、パネル１Ａの傾斜
角度が基礎１１の表面に垂直に調節される。また、パネル本体１ａの前面下端には、さし
筋１３がくさび１４を介して設置され、最下段のパネル本体１ａが前方へせり出すのが防
がれる。なお、控えブロック６ａは最下段のパネル本体１ａではなく、２段目以降に積ま
れるパネル１Ｂのパネル本体１ａに設けてもよい。
【００５６】
　次に、設置された最下段のパネル１Ａのパネル本体１ａの背面に、パネル本体１ａの半
分程度の高さＡまでコンクリート１５が打設される。これにより、控えブロック６ａと共
に最下段のパネル１Ａのパネル本体１ａが基礎１１上に固定される。
【００５７】
　次に、設置された最下段のパネル１Ａのパネル本体１ａの上に２段目のパネル１Ｂのパ
ネル本体１ａが積まれる。この際、パネル１Ａの上側の連結部材２ａの他端が上段のパネ
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ル１Ｂのパネル本体１ａの背面に当接して上段のパネル本体１ａと係合し、パネル１Ｂの
下側の連結部材２ａの他端が下段のパネル１Ａのパネル本体１ａの背面に当接して下段の
パネル本体１ａと係合することにより、２段垂直に積み上げられたパネル１Ａ、１Ｂの各
パネル本体１ａが上下に隣接するパネル本体１ａに係合して、壁面が構成される。
【００５８】
　パネル１Ａ、１Ｂの各アンカーボルト４ａによる各連結部材２ａの取付部分のパネル本
体１ａの厚さが、各連結部材２ａの係合面２ａ１と対峙する部分の隣接するパネル本体１
ａの厚さより厚いことで、隣接するパネル本体１ａと、隣接するパネル本体１ａに係合す
る各連結部材２ａの係合面２ａ１との間には、所定の間隔９があいている。この所定の間
隔９において、各連結部材２ａは、各ボルト４ｂを介して隣接するパネル本体１ａに係合
する。各ボルト４ｂは、隣接するパネル本体１ａに係合する係合面２ａ１側に出し入れ自
在な調整治具を構成する。
【００５９】
　一端がパネル１Ｂのパネル本体１ａの前面下方に固定された各転倒防止部材３ａは、他
端が下側に隣接するパネル本体１ａの前面に当接して係合し、パネル１Ａに垂直に積み上
げられたパネル１Ｂのパネル本体１ａの転倒を防止する。各転倒防止部材３ａは、調整材
８ａにより、隣接するパネル本体１ａに係合する係合面３ａ１が、隣接するパネル本体１
ａの前面と所定の間隔１０があくように設けられている。この所定の間隔１０において、
各転倒防止部材３ａは、各ボルト４ｆを介して隣接するパネル本体１ａに係合される。ボ
ルト４ｆは、隣接するパネル本体１ａに係合する係合面３ａ１側に出し入れ自在な調整治
具を構成する
【００６０】
　次に、２段に積み上げられたパネル１Ａ、１Ｂの各パネル本体１ａの背面に、２段目の
パネル１Ｂのパネル本体１ａの半分程度の高さＢまでコンクリート１５が打設される。こ
の際、各パネル本体１ａの背面に突出した長いアンカーボルト４ａはコンクリート１５に
より埋設され、硬化後、パネル１Ａ、１Ｂにより構成される壁面が前面側に倒れるのを抑
止するアンカーになる。その後、２段目のパネル１Ｂに３段目のパネル１Ｂが各連結部材
２ａおよび転倒防止部材３ａを用いて同様に積み上げられ、その背後に同様にコンクリー
ト１５が打設されて、壁面が構築されて行く。
【００６１】
　図２（ｂ）は、上述した第１の実施の形態の第１の変形例による壁面構造の一部側面図
である。なお、同図（ｂ）において同図（ａ）と同一または相当する部分には同一符号を
付してその説明は省略する。
【００６２】
　第１の実施形態では、同図（ａ）に示すように、転倒防止部材３ａは、一端がパネル本
体１ａの前面下方に固定され、他端が、下側に隣接するパネル本体１ａの前面に当接して
係合する構成であったが、同図（ｂ）に示す第１の変形例では、転倒防止部材３ａが、一
端がパネル本体１ａの前面上方に固定され、他端が、上側に隣接するパネル本体１ａの前
面に当接して係合する構成になっている。これ以外の構成は第１の実施形態の構成と同一
である。
【００６３】
　図３は、図１に示すパネル１Ａ、１Ｂを複数段積み上げて完成した壁面構造の側面図で
ある。なお、同図において図１および図２と同一部分には同一符号を付してその説明は省
略する。
【００６４】
　この壁面構造は、上述した第１の実施形態の壁面構造を、道路を拡幅するために既設の
擁壁２１ａの前面に構築した一例である。擁壁２１ａの上部には車道２２が設けられてお
り、車道２２の側部には側溝２３が設けられている。この擁壁２１ａの前面に上述したパ
ネル１Ａ、１Ｂを複数段積み上げることにより、新たな壁面構造が完成する。この壁面構
造を構築する際、擁壁２１ａの前方の基礎地盤２４の一部が掘り下げられ、掘り下げられ
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た部分に砕石１６および基礎１１が敷設され、それらの上にパネル１Ａ、１Ｂが設置され
ることにより、新たな壁面構造が構築される。パネル本体１ａの前面に当接して係合され
た転倒防止部材３ａは、パネル本体１ａの背面がコンクリート１５により打設されて強固
に固定された後、順次取り外される。この壁面構造の上部には歩道２５が設けられ、歩道
２５の側部には転倒防止柵２６が新たに設けられている。このように擁壁２１ａといった
既設構造物の前面に新たな壁面構造を構築する場合には、コンクリート１５に軽量コンク
リート等が使用される場合もある。
【００６５】
　このような第１の実施形態および第１の変形例による壁面構造によれば、パネル本体１
ａを複数段垂直に積み上げる際、一端がパネル本体１ａに固定され、他端がパネル本体１
ａの上辺背面側から上方に突出してパネル本体１ａに設けられた上側の連結部材２ａの他
端を上段のパネル本体１ａの背面に当接させて上段のパネル本体１ａと係合させ、一端が
パネル本体１ａに固定され、他端がパネル本体１ａの下辺背面側から下方に突出してパネ
ル本体１ａに設けられた下側の連結部材２ａの他端を下段のパネル本体１ａの背面に当接
させて下段のパネル本体１ａと係合させると共に、パネル本体１ａの転倒を転倒防止部材
３ａにより防止させることにより、上下のパネル本体１ａを支え合わせることができる。
【００６６】
　このため、パネル本体１ａを積み上げる際、上下のパネル本体１ａの位置関係を考慮す
ることなく、パネル本体１ａを積み上げていくことが可能となる。従って、パネル１Ａ、
１Ｂを積み上げる際に上下のパネルの位置関係がずれることで、従来のように、上下の各
パネルのボルト穴や連結穴どうしが合わなくなり、上下の各パネルをボルトやネジで連結
できなくなって、壁面が構築できなくなることはない。また、パネル本体１ａを複数段垂
直に積み上げる際、上下のパネル本体１ａどうしを連結部材２ａによって単に係合させる
と共に、パネル本体１ａの転倒を転倒防止部材３ａにより防止させることで、上下のパネ
ル本体１ａどうしが支え合い、パネル本体１ａが自立する。このため、パネルを自立させ
るために従来行われた、上下のパネルをボルトやネジで締結させる作業や、パネルを支え
る仮設サポート材などを設ける作業が必要とされないので、パネル本体１ａの積み上げ作
業効率は向上する。また、パネル本体１ａの形状を薄く構成できるので、壁面の製作コス
トを大幅に削減できる。
【００６７】
　また、上下のパネル本体１ａはボルト等で剛結される構成ではないため、補強土工法等
のフレキシブルな構造体の壁面に使用する場合、パネル本体１ａの背後にある盛土等が沈
下したり変形すると、パネル本体１ａはその沈下や変形に追従して動くことが可能である
。従って、パネル本体１ａどうしをボルト等で剛結させる従来の壁面構造のように、パネ
ルの背後にある盛土等が沈下したり変形することでパネル背面に荷重が偏ってかかり、パ
ネルどうしを剛結するボルト等に大きな荷重が局所的にかかって破損したり、また、パネ
ルの背面側に空洞が形成されるなどして壁面構造が弱体化することもなくなり、フレキシ
ブルで耐久性が増した壁面構造が提供される。
【００６８】
　また、パネル本体の背面に広いスペースを占めてパネル本体を支持する従来のような支
持鉄筋等のサポート材を設置する必要もないので、壁面の背面にスペースを確保できない
狭い所や、壁面の背面のスペースを狭くして施工する所、例えば橋脚等の前方などでも、
パネル本体１ａを支障なく積み上げて新たな壁面を構築して、補修や補強を行うことがで
きる。
【００６９】
　また、第１の実施形態および第１の変形例による壁面構造によれば、図１（ｅ）に示す
ように、上側の連結部材２ａと下側の連結部材２ａとは、一方向において互いに揃わない
ように所定間隔ずらしてパネル本体１ａの背面に配置されているので、壁面の敷設延長方
向が真っ直ぐな直線施工時などにおいて、下方に積まれるパネル本体１ａの真上に上方の
パネル本体１ａを積み上げるような規則的な積み方を行う場合、上段のパネル本体１ａの
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下側の連結部材２ａと下段のパネル本体１ａの上側の連結部材２ａとが一方向において互
いに揃い、重なってぶつかるのを回避することができる。
【００７０】
　また、第１の実施形態および第１の変形例による壁面構造によれば、パネル１Ａ、１Ｂ
の各パネル本体１ａの積み上げ作業中に、パネル本体１ａの前面側からパネル本体１ａを
介して上側および下側の各連結部材２ａの他端側に何らかの負荷がかかっても、支点を構
成する各連結部材２ａの一端が、アンカーボルト４ａによる取付箇所を挟む連結部材２ａ
の他端の反対側でパネル本体１ａの背面に当接することにより、この負荷が、パネル本体
１ａの背面に当接する支点でも受けられる。このため、パネル１Ａ、１Ｂの各連結部材２
ａの他端側にかかる負荷は、パネル１Ａ、１Ｂの連結部材２ａのアンカーボルト４ａによ
る取付箇所と、連結部材２ａの一端に設けられた支点とで支えられ、アンカーボルト４ａ
による取付箇所のみで連結部材２ａが固定されている場合に比べて、連結部材２ａはぐら
つくことなく確実にパネル本体１ａに固定される。
【００７１】
　また、第１の実施形態および第１の変形例による壁面構造によれば、パネル本体１ａを
積み上げる作業において、一端がパネル本体１ａの前面に固定され、他端が、上または下
に隣接するパネル本体１ａの前面に当接して係合する転倒防止部材３ａにより、パネル本
体１ａが壁面の前面側へ転倒するのが防止される。
【００７２】
　また、第１の実施形態および第１の変形例による壁面構造によれば、パネル本体１ａの
背面に充填されたコンクリート１５などの裏込部の側圧により、パネル本体１ａを介して
転倒防止部材３ａの下方または上方の他端側に負荷がかかっても、転倒防止部材３ａの上
方または下方の一端に設けられたボルト４ｆによる支点が、ボルト４ｄによる取付箇所を
挟む転倒防止部材３ａの他端の反対側でパネル本体１ａの前面に当接することにより、こ
の負荷が、パネル本体１ａの前面に当接するボルト４ｆによる支点でも受けられる。この
ため、転倒防止部材３ａの他端側にかかる負荷は、転倒防止部材３ａのボル４ｄによる取
付箇所と、転倒防止部材３ａの一端に設けられたボルト４ｆによる支点とで支えられ、ボ
ルト４ｄによる取付箇所のみで転倒防止部材３ａが固定されている場合に比べて、転倒防
止部材３ａはぐらつくことなく確実にパネル本体１ａに固定される。
【００７３】
　また、第１の実施形態および第１の変形例による壁面構造によれば、連結部材２ａがパ
ネル本体１ａと別体で形成されるため、連結部材２ａとパネル本体１ａとを別々に安価に
製作することができ、連結部材２ａとパネル本体１ａとをコンクリートなどで一体に製作
する場合に比べて壁面の製作コストを大幅に削減できる。
【００７４】
　また、パネル本体１ａを積み上げる際、上下のパネル本体１ａの位置関係を考慮するこ
となく、パネル本体１ａを積み上げると、上下のパネル本体１ａに設けられた各連結部材
２ａどうしがどこかでぶつかる。しかし、連結部材２ａがパネル本体１ａに着脱自在に取
り付けられるので、ぶつかる連結部材２ａの一方を取り外したり、別の位置にずらして予
めパネル本体１ａの背面に設けられたインサートナット等に取り付けることで、連結部材
２ａどうしのぶつかりを避けることができる。また、図４に示すように、連結部材２ａは
、パネル本体１ａにアンカーボルト４ａを中心に回動自在に取り付けられている。図４は
、第１の実施の形態による壁面構造において連結部材２ａが回動自在に取り付けられてい
る構成を説明するための、２段目以降に積まれるパネル１Ｂの背面図である。なお、同図
において図１と同一または相当する部分には同一符号を付してその説明は省略する。また
、同図において、パネル本体１ａに取り付けられる転倒防止部材３ａの図示、および、連
結部材２ａの一端に設けられるパネル本体１ａの背面に当接する支点の図示は省略してい
る。このため、同図に示すように、ぶつかる連結部材２ａの一方の他端を、アンカーボル
ト４ａによるパネル本体１ａとの取付箇所を中心にパネル本体１ａの背面上で回動させる
ことにより、連結部材２ａどうしのぶつかりを避けることができる。
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【００７５】
　また、上述した図１～図４に示す壁面構造により、上下のパネル本体１ａの位置関係を
揃えずに行う曲線施工でパネル本体１ａを積み上げる場合、下方に積まれるパネル本体１
ａと上方に積まれるパネル本体１ａとは一面とならず、上下のパネル本体１ａの前面側ま
たは背面側の間で出入りが生じることになる。この出入りについて、図５を用いて説明す
る。
【００７６】
　図５（ａ）および（ｃ）は、パネル１Ｂをイモ積み方式で複数段積み上げて曲線施工し
た第１の実施の形態の壁面構造の平面図および側面図、同図（ｂ）および（ｄ）は、パネ
ル１Ｂを千鳥積み方式で複数段積み上げて曲線施工した第１の実施の形態の壁面構造の平
面図および側面図である。なお、同図において図１および図２と同一または相当する部分
には同一符号を付してその説明は省略する。また、図５（ａ）および（ｂ）において、パ
ネル本体１ａに取り付けられる、連結部材２ａや転倒防止部材３ａ等の部材の図示は省略
している。
【００７７】
　同図（ａ）および（ｃ）に示す壁面構造では、下段に並ぶパネル本体１ａどうしの側辺
の合わせ目と上段に並ぶパネル本体１ａどうしの側辺の合わせ目とが高さ方向に一直線に
なるように設置して、パネル本体１ａを積み上げるイモ積み方式により、パネル本体１ａ
が複数段垂直に積み上げられる。また、同図（ｂ）および（ｄ）に示す壁面構造では、下
段に並ぶパネル本体１ａどうしの側辺の合わせ目と上段に並ぶパネル本体１ａどうしの側
辺の合わせ目とが高さ方向に一直線にならないように設置して、パネル本体１ａを積み上
げる千鳥積み方式により、パネル本体１ａが複数段垂直に積み上げられる。
【００７８】
　図１および図２に示す第１の実施の形態では、各２個の連結部材２ａがパネル本体１ａ
の背面の上部および下部から上方および下方に突出して設けられる構成であったが、イモ
積み方式および千鳥積み方式の場合も同様に同図（ｃ）および（ｄ）に示すように、各２
個の連結部材２ａがパネル本体１ａの背面の上部および下部から上方および下方に突出し
て設けられる構成になっている。また、第１の実施の形態では、２個の転倒防止部材３ａ
がパネル本体１ａの前面の下部から下方に突出して設けられる構成であったが、イモ積み
方式および千鳥積み方式の場合も同様に同図（ｃ）および（ｄ）に示すように、２個の転
倒防止部材３ａがパネル本体１ａの前面の下部から下方に突出して設けられる構成になっ
ている。
【００７９】
　一方、上述した第１の実施の形態では、パネル本体１ａは、連結部材２ａの取付部分の
厚さが、連結部材２ａの係合面２ａ１と対峙する部分の隣接するパネル本体１ａの厚さよ
り厚いことで、隣接するパネル本体１ａと隣接するパネル本体１ａに係合する連結部材２
ａの係合面２ａ１との間に所定の間隔９があけられる構成であった。しかし、図５では、
パネル本体１ａの背面に取り付けられる連結部材２ａの取付面とパネル本体１ａとの間に
所定の間隔９をあける調整材８ａが介挿されて、連結部材２ａがパネル本体１ａに着脱自
在に取り付けられる構成になっている。この構成により、隣接するパネル本体１ａと、隣
接するパネル本体１ａに係合する連結部材２ａの係合面２ａ１との間に所定の間隔９があ
けられている。
【００８０】
　また、上述した第１の実施の形態では、パネル１Ａ、１Ｂの連結部材２ａの、パネル本
体１ａとの取付箇所よりも他端の反対側に離れた一端が、パネル本体１ａの背面に当接す
る支点を構成する構成であったが、図５の連結部材２ａにはこのような支点は設けられて
いない。また、上述した第１の実施の形態では、パネル本体１ａへの転倒防止部材３ａの
取付箇所よりも他端の反対側に離れた一端に、パネル本体１ａの前面に当接する支点がボ
ルト４ｆにより設けられる構成であったが、図５の転倒防止部材３ａにはこのような支点
は設けられていない。
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【００８１】
　イモ積み方式により曲線施工でパネル本体１ａが複数段積み上げられる場合、同図（ａ
）および（ｃ）に示すように、上段および下段のパネル本体１ａの位置関係に出入りは生
じない。一方、イモ積み以外の千鳥積み方式等により、上下のパネル本体１ａの位置関係
を揃えずに行う曲線施工でパネル本体１ａが複数段積み上げられる場合、同図（ｂ）およ
び（ｄ）に示すように、下部にあるパネル本体１ａと上部にあるパネル本体１ａとは上下
の位置関係が揃わずに配置され、上下のパネル本体１ａの前面および背面が面一にならな
い。つまり、同図（ｂ）の平面図に示すように、実線で示される上段のパネル本体１ａと
、その下の段に設けられた点線で示されるパネル本体１ａとは、曲線施工のためにずれて
配置され、パネル本体１ａに出入りが生じる。また、同図（ｄ）の側面図に示すように、
パネル本体１ａを側面から見た場合にも、上下のパネル本体１ａの前面側および背面側の
間で出入りが生じることになる。
【００８２】
　同図（ｂ）および（ｄ）に示すこのような壁面構造によれば、上下のパネル本体１ａの
位置関係を揃えずに行う曲線施工でパネル本体１ａを積み上げる場合、下方に積まれるパ
ネル本体１ａと上方に積まれるパネル本体１ａとは一面とならず、上下のパネル本体１ａ
の前面側および背面側の間で出入りが生じることになる。しかし、この構成によれば、連
結部材２ａの、隣接するパネル本体１ａに係合する係合面２ａ１が隣接するパネル本体１
ａと所定の間隔９があくように設けられているため、この予め設けられた隙間により、連
結部材２ａの係合面２ａ１と隣接するパネル本体１ａとがぶつかり合うことなく、上下の
パネル本体１ａの位置関係を揃えずに行う曲線施工によってパネル本体１ａを作業効率よ
く積み上げることが可能になる。また、この予め設けられた隙間により、パネル本体１ａ
の前面に転倒防止部材３ａを予め取り付けた状態でパネル本体１ａを効率的に積み上げる
場合には、パネル本体１ａと連結部材２ａとが相互に干渉することなく、スムーズにパネ
ル本体１ａを積み上げることが可能になる。また、上下のパネル本体１ａの位置関係を揃
えて、下方に積まれるパネル本体１ａと上方に積まれるパネル本体１ａとが一面となる場
合にも、上述したように、パネル本体１ａと連結部材２ａとが相互に干渉することなく、
スムーズにパネル本体１ａを積み上げることが可能になる。
【００８３】
　また、同図（ｂ）および（ｄ）に示す壁面構造によれば、連結部材２ａのパネル本体１
ａに取り付けられる取付面とパネル本体１ａとの間に調整材８ａが介挿されることで、連
結部材２ａの隣接するパネル本体１ａに係合する係合面２ａ１と、隣接するパネル本体１
ａとの間にあく所定の間隔９が、上下のパネル本体１ａの間に生じる出入りの大きさに応
じて、調整される。この調整により、連結部材２ａの係合面２ａ１と隣接するパネル本体
１ａとがぶつかり合うことなく、上下のパネル本体１ａの位置関係を揃えずに行う曲線施
工によってパネル本体１ａを積み上げることができる。
【００８４】
　また、図１および図２に示す第１の実施形態および第１の変形例による壁面構造によれ
ば、連結部材２ａの取付部分のパネル本体１ａの厚さが、連結部材２ａの係合面２ａ１と
対峙する部分の隣接するパネル本体１ａの厚さより厚いことで、隣接するパネル本体１ａ
と連結部材２ａの係合面との間に所定の間隔９があけられる。このため、上下のパネル本
体１ａの位置関係を揃えずに行う曲線施工する際、上下のパネル本体１ａの間に出入りが
生じても、隣接するパネル本体１ａと連結部材２ａの係合面２ａ１とがぶつかり合うこと
なく、パネル本体１ａを積み上げることができる。また、パネル本体１ａの前面に転倒防
止部材３ａを予め取り付けた状態でパネル本体１ａを効率的に積み上げる場合には、パネ
ル本体１ａと連結部材２ａとが相互に干渉することなく、スムーズにパネル本体１ａを積
み上げることが可能になる。また、上下のパネル本体１ａの位置関係を揃えて、下方に積
まれるパネル本体１ａと上方に積まれるパネル本体１ａとが一面となる場合にも、上述し
たように、パネル本体１ａと連結部材２ａとが相互に干渉することなく、スムーズにパネ
ル本体１ａを積み上げることが可能になる。



(18) JP 2012-136824 A 2012.7.19

10

20

30

40

50

【００８５】
　また、第１の実施形態および第１の変形例による壁面構造によれば、連結部材２ａが、
隣接するパネル本体１ａに係合する係合面２ａ１側に出し入れ自在なボルト４ｂを介して
、隣接するパネル本体１ａに係合するため、上下のパネル本体１ａの背面が面一にならな
い場合でも、隣接するパネル本体１ａに係合する係合面２ａ１側へのボルト４ｂの出し入
れを調整することにより、上下のパネル本体１ａを互いに容易に支え合わせてぐらつくこ
となく係合させることができ、上下のパネル本体１ａの位置関係を揃えずに行う曲線施工
の作業効率が向上する。
【００８６】
　また、第１の実施形態および第１の変形例による壁面構造によれば、上下のパネル本体
１ａの位置関係を揃えずに行う曲線施工でパネル本体１ａを積み上げる場合、図５を用い
て説明したように、下方に積まれるパネル本体１ａと上方に積まれるパネル本体１ａとは
一面とならず、上下のパネル本体１ａの前面側または背面側の間で出入りが生じ、転倒防
止部材３ａの係合面３ａ１と隣接するパネル本体１ａとがぶつかり合うことになる。しか
し、この構成によれば、転倒防止部材３ａの、隣接するパネル本体１ａに係合する係合面
３ａ１が隣接するパネル本体１ａと所定の間隔１０があくように設けられているため、こ
の予め設けられた隙間により、転倒防止部材３ａの係合面３ａ１と隣接するパネル本体１
ａとがぶつかり合うことなく、上下のパネル本体１ａの位置関係を揃えずに行う曲線施工
時にパネル本体１ａが壁面の前面側へ転倒するのが防止される。また、この予め設けられ
た隙間により、パネル本体１ａの前面に転倒防止部材３ａを予め取り付けた状態でパネル
本体を効率的に積み上げる場合には、パネル本体１ａと転倒防止部材３ａとが相互に干渉
することなく、スムーズにパネル本体１ａを積み上げることが可能になる。特に、パネル
本体１ａの前面に図１および図２に示すように凹凸状の模様が付いている場合、模様に転
倒防止部材３ａが干渉することなく、スムーズにパネル本体１ａを積み上げることが可能
になる。また、上下のパネル本体１ａの位置関係を揃えて、下方に積まれるパネル本体１
ａと上方に積まれるパネル本体１ａとが一面となる場合にも、上述したように、パネル本
体１ａと転倒防止部材３ａとが相互に干渉することなく、スムーズにパネル本体１ａを積
み上げることが可能になる。
【００８７】
　また、第１の実施形態および第１の変形例による壁面構造によれば、転倒防止部材３ａ
が、隣接するパネル本体１ａに係合する係合面３ａ１側に出し入れ自在なボルト４ｆを介
して、隣接するパネル本体１ａに係合するため、上下のパネル本体１ａの前面が面一にな
らない場合でも、また、上下のパネル本体１ａの前面に凹凸状の模様が付いていたりする
場合でも、隣接するパネル本体１ａに係合する係合面３ａ１側へのボルト４ｆの出し入れ
を調整することにより、転倒防止部材３ａの他端を上下のパネル本体１ａの前面に容易に
ぐらつくことなく係合させることができる。
【００８８】
　図６（ａ）、（ｂ）および（ｃ）は、第１の実施の形態の第２の変形例による壁面構造
の２段目以降に積まれるパネル１Ｂの平面図、背面図および側面図である。なお、同図に
おいて図１と同一または相当する部分には同一符号を付してその説明は省略する。
【００８９】
　図１に示す第１の実施の形態では、各２個の連結部材２ａがパネル本体１ａの背面の上
部および下部から上方および下方に突出して設けられる構成であったが、本変形例の場合
も同様に、各２個の連結部材２ａがパネル本体１ａの背面の上部および下部から上方およ
び下方に突出して設けられる構成になっている。
【００９０】
　一方、図１に示す第１の実施の形態では、連結部材２ａの他端に設けられる穴にはナッ
ト５ｂが溶接され、ボルト４ｂがナット５ｂに螺合している構成であったが、本変形例で
は、連結部材２ａの他端にこのような穴およびボルトは設けられていない。
【００９１】
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　また、図１に示す第１の実施の形態では、２個の転倒防止部材３ａがパネル本体１ａの
前面の下部から下方に突出して設けられる構成であったが、本変形例では、図６に示すよ
うに、転倒防止部材３ｂは、上段のパネル本体１ａの背面に水平方向に固定されている。
この転倒防止部材３ｂは、その両端部および中央部に設けられた各穴にボルト４ｇが差し
込まれ、差し込まれたボルト４ｇが上段のパネル本体１ａの背面に設けられたインサート
ナットに螺合して、上段のパネル本体１ａに設けられた２個の下側の連結部材２ａ、およ
び、下段のパネル本体１ａに設けられた２個の上側の連結部材２ａを相互に固定する。
【００９２】
　このような第２の変形例による壁面構造によれば、パネル本体１ａを積み上げる作業に
おいて、転倒防止部材３ｂにより、隣接する各パネル本体１ａの各連結部材２ａが、上記
のように相互に固定されることで、パネル本体１ａが転倒するのが防止されて、パネル本
体１ａが自立する。
【００９３】
　図７（ａ）、（ｂ）および（ｃ）は、第１の実施の形態の第３の変形例による壁面構造
の最下段に設けられるパネル１Ａの平面図、背面図および側面図、（ｄ）、（ｅ）および
（ｆ）は、２段目以降に積まれるパネル１Ｂの平面図、背面図および側面図である。なお
、同図において図１と同一または相当する部分には同一符号を付してその説明は省略する
。
【００９４】
　図１に示す第１の実施の形態では、２個の転倒防止部材３ａがパネル本体１ａの前面の
下部から下方に突出して設けられる構成であったが、本変形例では、パネル本体１ａの前
面にはこのような転倒防止部材３ａは設けられていない。
【００９５】
　図８は、図７に示すパネル１Ａ、１Ｂを複数段積み上げて構築して行く過程における壁
面構造の側面図である。なお、同図において図１および図２と同一または相当する部分に
は同一符号を付してその説明は省略する。
【００９６】
　この壁面構造は、パネル本体１ａの背面どうしが対向して構成される一対の壁面の間に
、コンクリート１５が順次打設されて構築される。高い強度の壁面構造を構築するため、
パネル本体１ａの背面どうしが対向して構成される一対の壁面の間には、格子状に組まれ
た鉄筋３１が垂直方向に伸びて設けられている。この垂直方向に伸びた鉄筋３１の下部で
は、コンクリートからなる基礎１１内に鉄筋３１が水平方向に伸びて設けられており、全
体として鉄筋３１は逆Ｔ字状に組まれている。鉄筋３１は、パネル本体１ａの背面で横鉄
筋３１ｃが縦鉄筋３１ａ、３１ｂに固定されている。パネル本体１ａは連結部材２ａおよ
び後述する転倒防止部材３ｃによって自立しているが、さらに、パネル本体１ａの背面の
アンカーボルト４ａは、横鉄筋３１ｃに係合されている。このため、パネル本体１ａは、
突出したアンカーボルト４ａが単にコンクリート１５に埋入されて固定される場合よりも
、より強固に裏込部に固定される。また、規則的に設置されたパネル本体１ａの背面のア
ンカーボルト４ａに横鉄筋３１ｃを係合させることにより、鉄筋３１の組立精度が向上す
る。
【００９７】
　また、上述した図７（ａ）、（ｂ）、（ｃ）では、最下段のパネル１Ａのパネル本体１
ａの背面に控えブロック６ａが固定される構成であったが、図８では、最下段のパネル１
Ａのパネル本体１ａの背面に、Ｌ字に曲げられたＬ字支持部材６ｂが固定される。Ｌ字支
持部材６ｂの垂直折り曲げ片には穴が設けられており、この穴にアンカーボルト４ａが差
し込まれて、パネル本体１ａの背面に埋め込まれたインサートナットにアンカーボルト４
ａが螺合している。この状態で、ナット５ａが締め付けられることで、Ｌ字支持部材６ｂ
はパネル本体１ａの背面に固定されている。また、ボルト４ｉが垂直に基礎１１に埋設さ
れており、このボルト４ｉの突出した先端がＬ字支持部材６ｂの水平折り曲げ片に設けら
れた穴に通されて、ナット５ｆが締め付けられることで、パネル１Ａのパネル本体１ａお



(20) JP 2012-136824 A 2012.7.19

10

20

30

40

50

よびＬ字支持部材６ｂが基礎１１に固定されている。
【００９８】
　この壁面構造では、壁面を構築する際、コの字型に折れ曲がっている転倒防止部材３ｃ
がパネル本体１ａの最上部に架設される。この転倒防止部材３ｃは、一対の壁面の各パネ
ル本体１ａの前面に対峙する両端部に穴が設けられ、各穴に溶接されて設けられたナット
５ｅにボルト４ｈが螺合している。これらのボルト４ｈが、背面がコンクリート１５によ
って固定されていない最上段の各パネル本体１ａの前面に当接することで、転倒防止部材
３ｃは、パネル本体１ａの背面どうしが対向して構成される一対の壁面の最上段の各パネ
ル本体１ａ自体を、相互に固定する。
【００９９】
　図９は、図７に示すパネル１Ａ、１Ｂを複数段積み上げて完成した壁面構造の側面図で
ある。なお、同図において図８と同一部分には同一符号を付してその説明は省略する。
【０１００】
　この壁面構造の前面には、上述した図８に示すように構築されたパネル１Ａ、１Ｂが設
けられている。ただし、表面に現れない裏込部側の壁面のパネル１Ａ、１Ｂの表面には、
凹凸状の模様が設けられていない。この壁面構造の上部には、車道２２およびガードレー
ル３２が設けられている。
【０１０１】
　このような第３の変形例による壁面構造によれば、パネル本体１ａを積み上げる作業に
おいて、転倒防止部材３ｃにより、パネル本体１ａの背面どうしが対向して構成される一
対の壁面の最上段の各パネル本体１ａ自体が、上記のように相互に固定されることで、パ
ネル本体１ａが転倒するのが防止されて、パネル本体１ａが自立する。
【０１０２】
　図１０（ａ）、（ｂ）および（ｃ）は、本発明の第２の実施の形態による壁面構造の最
下段に設けられるパネル１Ｃの平面図、背面図および側面図、同図（ｄ）、（ｅ）および
（ｆ）は、２段目以降に積まれるパネル１Ｄの平面図、背面図および側面図である。
【０１０３】
　上述した第１の実施の形態では、各連結部材２ａの一端がパネル本体１ａの背面に設け
られる構成であったが、この第２の実施の形態では、各連結部材２ｂの一端がパネル本体
１ｂの上辺または下辺に設けられる。同図（ａ）、（ｂ）および（ｃ）に示す最下段のパ
ネル１Ｃでは、２個の上側の連結部材２ｂがパネル本体１ｂの上辺から上方に突出して設
けられている。同図（ｄ）、（ｅ）および（ｆ）に示す２段目以降に積まれるパネル１Ｄ
では、２個の上側の連結部材２ｂがパネル本体１ｂの背面の上辺から上方に突出して設け
られ、２個の下側の連結部材２ｂがパネル本体１ｂの背面の下辺から下方に突出して設け
られている。
【０１０４】
　パネル本体１ｂの上辺の左右２箇所および下辺の左右２箇所には切り欠き部４１が設け
られており、各切り欠き部４１にはパネル本体１ｂの高さ方向にインサートナットが埋め
込まれている。各連結部材２ｂはＬ字形に折り曲げられており、Ｌ字形の水平折り曲げ片
に設けられた穴にボルト４ｊが差し込まれて、各切り欠き部４１に埋め込まれているイン
サートナットにボルト４ｊが螺合することにより、各連結部材２ｂはパネル本体１ｂの上
辺または下辺に固定されている。また、パネル本体１ｂの背面にパネル本体１ｂの厚さ方
向に埋め込まれている４個のインサートナットに、各アンカーボルト４ａが螺合すること
により、各アンカーボルト４ａはパネル本体１ｂの背面に突出して固定されている。
【０１０５】
　図１１（ａ）は、図１０に示すパネル１Ｃ、１Ｄを複数段積み上げて構築して行く過程
における壁面構造の側面図である。なお、同図において図２および図１０と同一または相
当する部分には同一符号を付してその説明は省略する。
【０１０６】
　第１の実施の形態では、２個の転倒防止部材３ａがパネル本体１ａの前面の下部から下
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方に突出して設けられる構成であったが、本実施形態では、図１１（ａ）に示すように、
鋼棒などで構成される引張材４２ａ～４２ｄが転倒防止部材として設けられている。引張
材４２ａ～４２ｄは、一端がパネル本体１ｂの背面から突出したアンカーボルト４ａに溶
接して取り付けられ、他端が、コンクリートの硬化した基礎１１の表層部に設けられたＵ
字状の留め具３３に溶接して固定されて、パネル本体１ｂの背面および基礎１１の表層部
間に設けられている。このように設置されたパネル本体１ｂは、引張材４２ａ～４２ｄに
より前面側への転倒が防止されている。
【０１０７】
　第１の実施の形態では、最下段のパネル本体１ａを自立させるために、その背面に控え
ブロック６ａを設ける構成であったが、本実施形態では、図１１（ａ）に示すように、設
置されたパネル本体１ｂは、上述した引張材４２ａ～４２ｄにより自立するので、最下段
のパネル本体１ｂを支える控えブロックは設けられていない。
【０１０８】
　１段目のパネル１Ｃのパネル本体１ｂおよび２段目、３段目のパネル１Ｄのパネル本体
１ｂが積み上げられた後、これらのパネル本体の背面に、２段目のパネル１Ｄのパネル本
体１ｂの上端部程度の高さＣまで、コンクリート１５が打設される。その後、コンクリー
ト１５の硬化した表層部に設けられたＵの字状の留め具３３と、上段に積まれる不図示の
パネル本体１ｂの背面に設けられたアンカーボルト４ａとが不図示の引張材でつながれて
、上段に積まれる不図示のパネル本体１ｂの転倒が防止されながら、パネル本体１ｂが積
み上げられる作業が繰り返し行われる。
【０１０９】
　図１１（ｂ）は、第２の実施の形態の第１の変形例による壁面構造の一部側面図である
。なお、同図において図１１（ａ）と同一または相当する部分には同一符号を付してその
説明は省略する。
【０１１０】
　図１０および図１１（ａ）に示す第２の実施形態では、パネル本体１ｂに連結部材２ｂ
がボルト４ｊで固定される構成であった。図１１（ｂ）に示す本変形例では、Ｌ字形の連
結部材２ｂの水平折り曲げ片の下面に短い鉄筋４３が溶接されている。コンクリートのパ
ネル本体１ｂを製作する際に、連結部材２ｂの水平折り曲げ片に溶接されたこの鉄筋４３
がパネル本体１ｂに埋め込まれて、パネル本体１ｂと連結部材２ｂとが一体成型される。
これ以外の構成は第２の実施形態の構成と同一である。
【０１１１】
　図１２は、図１０に示すパネル１Ｃ、１Ｄを複数段積み上げて完成した壁面構造の側面
図である。なお、同図において図１１と同一部分には同一符号を付してその説明は省略す
る。
【０１１２】
　この壁面構造は、図１１に示す壁面を、各パネル本体１ｂの背面が対向するように対に
して構成し、基礎地盤２４に砂防ダムを構築した一例である。
【０１１３】
　このような第２の実施形態およびその第１の変形例による壁面構造によれば、パネル本
体１ｂを積み上げる作業において、転倒防止部材を構成する引張材４２ａ～４２ｄにより
、パネル本体１ｂが前面側に転倒するのが防止される。このため、砂防ダムのように、壁
面の裏側に作業スペースが十分にあり、壁面の裏側から大量のコンクリート１５等の充填
材の大きな側圧が壁面にかかっても壁面が倒れないようにしたい場合、パネル本体１ｂと
コンクリート１５の表層部との間に引張材４２ａ～４２ｄが設けられることにより、壁面
が大きな側圧に対抗できる。従って、壁面の背面に一度に充填するコンクリート１５の量
を増やすことができて、充填材を含む壁面構造全体を構築する作業時間を大幅に短縮する
ことができる。
【０１１４】
　図１３（ａ）、（ｂ）および（ｃ）は、第２の実施の形態の第２の変形例による壁面構
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造の２段目以降に積まれるパネル１Ｄの平面図、背面図および側面図である。なお、同図
において図１０と同一または相当する部分には同一符号を付してその説明は省略する。
【０１１５】
　上述した第２の実施の形態および第１の変形例では、転倒防止部材を構成する引張材４
２ａ～４２ｄが、一端がパネル本体１ｂの背面に取り付けられ、他端が、パネル本体１ｂ
の背面に充填されたコンクリート１５の硬化した表層部に固定される構成であった。一方
、本変形例では、転倒防止部材３ｄが、隣接する各パネル本体１ｂ自体を相互に固定する
構成になっている。
【０１１６】
　転倒防止部材３ｄは鋼棒などで構成され、棒状の転倒防止部材３ｄのフック状に曲げら
れた上端が、上段のパネル本体１ｂの背面に突出したアンカーボルト４ａの先端部分に溶
接されて固定されている。また、転倒防止部材３ｄの中央部および下端は、上段および下
段の各パネル本体１ｂの背面に突出した各アンカーボルト４ａに溶接されている。このよ
うに転倒防止部材３ｄが各アンカーボルト４ａに固定されることで、隣接する各パネル本
体１ｂ自体が相互に固定されている。
【０１１７】
　図１４（ａ）、（ｂ）および（ｃ）は、第２の実施の形態の第３の変形例による壁面構
造の２段目以降に積まれるパネル１Ｄの平面図、背面図および側面図である。なお、同図
において図８および図１０と同一または相当する部分には同一符号を付してその説明は省
略する。
【０１１８】
　本変形例でも、転倒防止部材３ｅが、隣接する各パネル本体１ｂ自体を相互に固定する
構成になっている。
【０１１９】
　この転倒防止部材３ｅは先端がコの字状になっており、積まれた上段のパネル本体１ｂ
の上部において、８個のボルト４ｈを介してパネル本体１ｂの前面および背面に当接して
係合する。また、転倒防止部材３ｅの長い直線状部分が、下段のパネル本体１ｂの前面に
４個のボルト４ｈを介して係合する。各ボルト４ｈは、転倒防止部材３ｅに溶接されたナ
ット５ｅに螺合している。転倒防止部材３ｅが上記のようにパネル本体１ｂに係合するこ
とで、隣接する各パネル本体１ｂ自体が相互に固定されている。
【０１２０】
　図１３、図１４に示すこのような第２、第３の変形例によれば、パネル本体１ｂを積み
上げる作業において、転倒防止部材３ｄ、３ｅにより、隣接するパネル本体１ｂ自体が相
互に固定されることで、パネル本体１ｂが転倒するのが防止されて、パネル本体１ｂが自
立する。
【０１２１】
　図１５（ａ）、（ｂ）および（ｃ）は、本発明の第３の実施の形態による壁面構造の最
下段に設けられるパネル１Ｅの平面図、背面図および側面図、（ｄ）、（ｅ）および（ｆ
）は、２段目以降に積まれるパネル１Ｆの平面図、背面図および側面図である。なお、同
図において図１および図８と同一または相当する部分には同一符号を付してその説明は省
略する。
【０１２２】
　図１および図２に示す第１の実施の形態では、各２個の連結部材２ａがパネル本体１ａ
の背面の上部および下部から上方および下方に突出して設けられる構成であったが、本実
施形態では、連結部材２ｃがパネル本体１ｃの背面の上部から上方に突出して設けられる
と共に、パネル本体１ｃの上辺および下辺に段差を付けて設けられた係合部１ｃ１が、上
下に隣接するパネル本体１ｃの下辺および上辺に係合する構成になっている。
【０１２３】
　連結部材２ｃは、長方形状の金属製板材の短辺方向が垂直に折り曲げ加工されて形成さ
れている。連結部材２ｃは、上端、下端、および下端寄りに３個の穴が設けられている。
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連結部材２ｃの下端寄りの穴にアンカーボルト４ａが差し込まれて矩形状の調整材８ａに
挿通され、このアンカーボルト４ａがパネル本体１ａの背面に埋め込まれたインサートナ
ットに螺合している。連結部材２ｃは、アンカーボルト４ａに螺合しているナット５ａが
締め付けられることにより、連結部材２ｃの一端がパネル本体１ｃに固定され、他端がパ
ネル本体１ｃの上辺背面側から上方に突出して、パネル本体１ｃの上側に設けられている
。
【０１２４】
　また、連結部材２ｃの上端および下端の各穴にはナット５ｂおよび５ｇが溶接され、こ
れらナット５ｂおよび５ｇにボルト４ｂおよびボルト４ｋが螺合している。連結部材２ｃ
は、アンカーボルト４ａによるパネル本体１ｃとの取付箇所よりも上端の反対側に離れた
下端に、パネル本体１ｃの背面に当接する支点がボルト４ｋによって設けられている。
【０１２５】
　図１に示す第１の実施の形態および図２（ｂ）に示すその第１の変形例では、転倒防止
部材３ａは、パネル本体１ａの立体的な模様部分の凸部上に設けられていたが、本実施形
態では、転倒防止部材３ａは、パネル本体１ｃの模様部分の凹部の目地部分に設けられて
いる。転倒防止部材３ａの下端寄りの穴にボルト４ｄが差し込まれて矩形状の調整材８ａ
に挿通され、このボルト４ｄがパネル本体１ｃの前面の目地部分に埋め込まれたインサー
トナットに螺合することにより、転倒防止部材３ａは、下端側の一端がパネル本体１ｃに
固定され、上端側の他端がパネル本体１ｃの上辺前面側から上方に突出して、パネル本体
１ｃに設けられている。
【０１２６】
　同図（ａ）、（ｂ）、（ｃ）に示すように、最下段のパネル１Ｅのパネル本体１ｃの背
面下部には、上述した図８と同様のＬ字支持部材６ｂが固定されている。このＬ字支持部
材６ｂは最下段のパネル１Ｅのパネル本体１ｃを自立させる。また、同図（ｄ）、（ｅ）
、（ｆ）に示すパネル１Ｆのパネル本体１ｂの背面の下部に埋め込まれている２個のイン
サートナットに各アンカーボルト４ａが螺合することにより、各アンカーボルト４ａはパ
ネル１Ｆのパネル本体１ｃの背面下部に突出して固定されている。
【０１２７】
　図１６（ａ）は、図１５に示すパネル１Ｅ、１Ｆを複数段積み上げて構築して行く過程
における壁面構造の側面図である。なお、同図において図８および図１５と同一または相
当する部分には同一符号を付してその説明は省略する。
【０１２８】
　上側の連結部材２ｃの他端が上段のパネル本体１ｃの背面に当接して上段のパネル本体
１ｃと係合し、パネル本体１ｃの下辺および上辺に設けられた係合部１ｃ１が下段のパネ
ル本体１ｃの上辺および上段のパネル本体１ｃの下辺に係合することにより、複数段垂直
に積み上げられた各パネル本体１ｃが上下に隣接するパネル本体１ｃに係合して壁面が構
成される。
【０１２９】
　パネル本体１ｃは、連結部材２ｃおよび係合部１ｃ１、並びに転倒防止部材３ａによっ
て自立するが、壁面を構築する際、さらに、パネル１ｃの背面に縦鉄筋５２ａを設け、パ
ネル本体１ｃの背面のアンカーボルト４ａに横鉄筋５２ｂを係合させて、横鉄筋５２ｂを
縦鉄筋５２ａに固定する。このようにしてパネル１Ｅ、１Ｆを積み上げながら、パネル本
体１ｃの背面にコンクリート１５を順次打設することで、壁面が構築される。
【０１３０】
　図１６（ｂ）は、第３の実施の形態の第１の変形例による壁面構造の一部側面図である
。なお、同図において図１６（ａ）と同一または相当する部分には同一符号を付してその
説明は省略する。
【０１３１】
　同図（ａ）に示す第３の実施形態では、連結部材２ｃおよび転倒防止部材３ａは、一端
がパネル本体１ｃの背面および前面の各上方に固定され、他端が、上側に隣接するパネル
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本体１ｃの背面および前面に当接して係合する構成であった。一方、同図（ｂ）に示す第
１の変形例では、連結部材２ｃおよび転倒防止部材３ａは、一端がパネル本体１ｃの背面
および前面の各下方に固定され、他端が、下側に隣接するパネル本体１ｃの背面および前
面に当接して係合する構成になっている。また、同図（ｂ）に示す第１の変形例における
係合部１ｃ２の形状は、同図（ａ）に示す第３の実施形態における係合部１ｃ１の形状と
比べて、高さ方向の突出形状が逆の形状になっている。これ以外の構成は第３の実施形態
の構成と同一である。
【０１３２】
　図１７は、図１５に示すパネル１Ｅ、１Ｆを複数段積み上げて構築して行く過程におけ
る壁面構造の斜視図である。なお、同図において図１５および図１６（ａ）と同一または
相当する部分には同一符号を付してその説明は省略する。
【０１３３】
　この壁面構造は、図１６に示す壁面構造を、橋脚５３の前面に構築した一例である。パ
ネル本体１ｃの前面に当接して係合された転倒防止部材３ａは、パネル本体１ｃの背面が
コンクリート１５により打設されて強固に固定された後、取り外される。
【０１３４】
　このような第３の実施形態による壁面構造によれば、上側の連結部材２ｃの他端を上段
のパネル本体１ｃの背面に当接させて上段のパネル本体１ｃと係合させ、パネル本体１ｃ
の下辺および上辺に設けられた係合部１ｃ１を下段のパネル本体１ｃの上辺および上段の
パネル本体１ｃの下辺に係合させると共に、パネル本体１ｃの転倒を転倒防止部材３ａに
より防止させることにより、上下のパネル本体１ｃを支え合わせることができる。また、
第１の変形例による壁面構造によれば、下側の連結部材２ｃの他端を下段のパネル本体１
ｃの背面に当接させて下段のパネル本体１ｃと係合させ、パネル本体１ｃの上辺および下
辺に設けられた係合部１ｃ１を上段のパネル本体１ｃの下辺および下段のパネル本体１ｃ
の上辺に係合させると共に、パネル本体１ｃの転倒を転倒防止部材３ａにより防止させる
ことにより、上下のパネル本体１ｃを支え合わせることができる。
【０１３５】
　このため、パネル本体１ｃを積み上げる際、上下のパネル本体１ｃの位置関係を考慮す
ることなく、パネル本体１ｃを積み上げていくことが可能となる。従って、パネル１Ｅ、
１Ｆを積み上げる際に上下のパネル１Ｅ、１Ｆの位置関係がずれることで、従来のように
、上下の各パネルのボルト穴や連結穴どうしが合わなくなり、上下の各パネルをボルトや
ネジで連結できなくなって、壁面が構築できなくなることはない。また、パネル本体１ｃ
を複数段垂直に積み上げる際、上下のパネル本体１ｃどうしを連結部材２ｃおよび係合部
１ｃ１によって単に係合させると共に、パネル本体１ｃの転倒を転倒防止部材３ａにより
防止させることで、上下のパネル本体１ｃどうしが支え合い、パネル本体１ｃが自立する
。このため、パネルを自立させるために従来行われた、上下のパネルをボルトやネジで締
結させる作業や、パネルを支える仮設サポート材などを設ける作業が必要とされないので
、パネル本体１ｃの積み上げ作業効率は向上する。図１７に示すように橋脚５３の前面に
壁面構造を構築する場合には、狭い壁面の背面側でボルトやネジの締結作業を行わずに済
み、壁面の前面側から全ての作業を行えるので、特に、パネル本体１ｃの積み上げ作業効
率は向上する。また、パネル本体１ｃの形状を薄く構成できるので、壁面の製作コストを
大幅に削減できる。
【０１３６】
　また、上下のパネル本体１ｃはボルト等で剛結される構成ではないため、補強土工法等
のフレキシブルな構造体の壁面に使用する場合、パネル本体１ｃの背後にある盛土等が沈
下したり変形すると、パネル本体１ｃはその沈下や変形に追従して動くことが可能である
。従って、パネル本体１ｃどうしをボルト等で剛結させる従来の壁面構造のように、パネ
ルの背後にある盛土等が沈下したり変形することでパネル背面に荷重が偏ってかかり、パ
ネルどうしを剛結するボルト等に大きな荷重が局所的にかかって破損したり、また、パネ
ルの背面側に空洞が形成されるなどして壁面構造が弱体化することもなくなり、フレキシ
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ブルで耐久性が増した壁面構造が提供される。
【０１３７】
　また、パネル本体の背面に広いスペースを占めてパネル本体を支持する従来のような支
持鉄筋等のサポート材を設置する必要もないので、壁面の背面にスペースを確保できない
狭い所や、壁面の背面のスペースを狭くして施工する所、例えば橋脚等の前方などでも、
パネル本体１ｃを支障なく積み上げて新たな壁面を構築して、補修や補強を行うことがで
きる。
【０１３８】
　なお、本実施形態および第１の変形例では、パネル本体１ｃの上辺および下辺に係合部
１ｃ１、１ｃ２が設けられる構成であったが、係合部は、パネル本体の上辺または下辺の
少なくとも何れか一方に設けられて、上下に隣接するパネル本体の下辺または上辺に係合
する構成にしてもよい。
【０１３９】
　また、本実施形態における、図１７に示す橋脚５３を囲む壁面構造の形状は、橋脚５３
の矩形断面形状に合わせて直方体状であったが、断面円形状の橋脚を囲む場合には、壁面
構造の形状は円筒状となる。また、本実施形態では、橋脚５３の周りに壁面構造を構築す
る構成であったが、例えば、穴など内側に空洞を有する構造物の空洞に面する外壁に、本
実施形態の壁面構造を円筒状に構築する構成であってもよい。この場合、パネル本体の前
面は構造物の空洞側を向くことになる。ここで、円筒状構造物の大きさが小さい場合には
、平板状のパネル本体１ｃにより形成される壁面の形状は、円筒状ではなく、多角形状と
なってしまう。このため、円筒状構造物の曲がり方に合わせてパネル本体１ｃを曲面状に
成型して、構成するようにしてもよい。
【０１４０】
　図１８（ａ）、（ｂ）および（ｃ）は、第３の実施の形態の第２の変形例による壁面構
造の最下段に設けられるパネル１Ｇの平面図、背面図および側面図、（ｄ）、（ｅ）およ
び（ｆ）は、２段目以降に積まれるパネル１Ｈの平面図、背面図および側面図である。
【０１４１】
　図１５に示す第３の実施形態では、パネル本体１ｃの上辺に段差を付けて設けられた係
合部１ｃ１の前面側部分が背面側部分より上方に突出し、パネル本体１ｃの下辺に段差を
付けて設けられた係合部１ｃ１の背面側部分が前面側部分より下方に突出している構成で
あった。一方、図１８に示す第２の変形例では、図１６（ｂ）に示す第１の変形例におけ
る係合部１ｃ２と同様に、パネル本体１ｄの上辺に段差を付けて設けられた係合部１ｄ１
の背面側部分が前面側部分より上方に突出し、パネル本体１ｄの下辺に段差を付けて設け
られた係合部１ｄ１の前面側部分が背面側部分より下方に突出している構成になっている
。
【０１４２】
　また、第３の実施形態では、連結部材２ｃおよび転倒防止部材３ａがパネル本体１ｃの
背面および前面の各上方に固定され、上側に積まれたパネル本体１ｃが背面側に倒れるの
を上述した形状の係合部１ｃ１および下側のパネル本体１ｃの連結部材２ｃによって防ぎ
、上側に積まれたパネル本体１ｃが前面側に倒れるのを下側のパネル本体１ｃの転倒防止
部材３ａおよび下側のパネル本体１ｃの連結部材２ｃによって防止する構成であった。一
方、第２の変形例では、連結部材２ｃがパネル本体１ｄの背面下方、転倒防止部材３ａが
パネル本体１ｄの前面上方に固定され、上側に積まれたパネル本体１ｄが背面側に倒れる
のを上述した形状の係合部１ｄ１および上側のパネル本体１ｄの連結部材２ｃによって防
ぎ、上側に積まれたパネル本体１ｄが前面側に倒れるのを係合部１ｄ１および下側のパネ
ル本体１ｄの転倒防止部材３ａによって防止する構成になっている。
【０１４３】
　図１９（ａ）は、図１８に示すパネル１Ｇ、１Ｈを複数段積み上げて構築して行く過程
における壁面構造の側面図である。なお、同図において図１６および図１８と同一または
相当する部分には同一符号を付してその説明は省略する。
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【０１４４】
　下側の連結部材２ｃの他端が下段のパネル本体１ｄの背面に当接して下段のパネル本体
１ｄと係合し、パネル本体１ｄの下辺および上辺に設けられた係合部１ｄ１が下段のパネ
ル本体１ｄの上辺および上段のパネル本体１ｄの下辺に係合することにより、複数段垂直
に積み上げられた各パネル本体１ｄが上下に隣接するパネル本体１ｄに係合して壁面が構
成される。このようにパネル本体１ｄを積み上げることでも、例えば、図１７に示すよう
な橋脚５３を補強する壁面構造が完成する。
【０１４５】
　図１９（ｂ）は、第３の実施の形態の第３の変形例による壁面構造の一部側面図である
。なお、同図において図１９（ａ）と同一または相当する部分には同一符号を付してその
説明は省略する。
【０１４６】
　第３の実施形態の第２の変形例では、図１８に示すように、連結部材２ｃの一端がパネ
ル本体１ｄの背面下方に固定され、転倒防止部材３ａの一端がパネル本体１ｄの前面上方
に固定される構成であったが、同図（ｂ）に示す第３の変形例では、連結部材２ｃは、一
端がパネル本体１ｄの背面上方に固定され、他端が、上側に隣接するパネル本体１ｄの背
面に当接して係合し、転倒防止部材３ａは、一端がパネル本体１ｄの前面下方に固定され
、他端が、下側に隣接するパネル本体１ｄの前面に当接して係合する構成になっている。
また、同図（ｂ）に示す第３の変形例における係合部１ｄ２の形状は、同図（ａ）に示す
第２の変形例における係合部１ｄ１の形状と比べて、高さ方向の突出形状が逆の形状にな
っている。これ以外の構成は第３の実施形態の第２の変形例の構成と同一である。
【０１４７】
　図２０（ａ）、（ｂ）および（ｃ）は、本発明の第４の実施の形態による壁面構造の最
下段に設けられるパネル１Ｉの平面図、背面図および側面図、（ｄ）、（ｅ）および（ｆ
）は、２段目以降に積まれるパネル１Ｊの平面図、背面図および側面図である。なお、同
図において図１５と同一または相当する部分には同一符号を付してその説明は省略する。
【０１４８】
　本実施形態では、図１５に示す第３の実施の形態と同様に、上側の連結部材２ｄの一端
がパネル本体１ｅの背面上方に固定され、他端が、パネル本体１ｅの上辺背面側から上方
に突出して、連結部材２ｄがパネル本体１ｅに設けられている。ただし、連結部材２ｄの
取付面とパネル本体１ｅの背面との間には隙間が設けられていない。また、転倒防止部材
３ｆは、一端がパネル本体１ｅの前面上方に固定され、他端が、上側に隣接するパネル本
体１ｅの前面に当接して係合する。また、パネル本体１ｅの上辺および下辺に段差を付け
て設けられた係合部１ｅ１が、上下に隣接するパネル本体１ｅの下辺および上辺に係合す
る構成になっている。上述した第３の実施形態、その第１、第２、および第３の各変形例
、並びにこの第４の実施形態は、上下のパネル本体１ｃ、１ｄ、および１ｅが係合部１ｃ
１、１ｃ２、１ｄ１、１ｄ２、および１ｅ１によって隙間無く係合するため、上下のパネ
ル本体１ｃ、１ｄ、および１ｅの位置関係を揃えずに行う曲線施工には不向きとなってい
る。
【０１４９】
　図１５に示す第３の実施形態および図１９（ｂ）に示す第３の変形例では、パネル本体
１ｃ、１ｄの上辺に段差を付けて設けられた係合部１ｃ１、１ｄ２の前面側部分が背面側
部分より突出し、図１６（ｂ）に示す第１の変形例および図１８に示す第２の変形例では
、パネル本体１ｃ、１ｄの上辺に段差を付けて設けられた係合部１ｃ２、１ｄ１の背面側
部分が前面側部分より突出している構成であったが、同図に示す第４の実施の形態では、
パネル本体１ｅの上辺に段差を付けて設けられた係合部１ｅ１は、その中央部分が背面側
部分および前面側部分より上方に突出している凸形状となっている。また、パネル本体１
ｅの下辺に段差を付けて設けられた係合部１ｅ１は、その背面側部分および前面側部分が
中央部分より下方に突出している凹形状となっている。従って、この係合部１ｅ１を介し
て隣接するパネル本体１ｅどうしが係合すると、パネル本体１ｅが上下のパネル本体１ｅ
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に対して、前面側や背面側にずれることもなくなる。また、パネル本体１ｅの背面に打設
されたコンクリート等が前面側へ漏れるのが効果的に防止される。
【０１５０】
　図２１（ａ）は、図２０に示すパネル１Ｉ、１Ｊを複数段積み上げて構築して行く過程
における壁面構造の側面図である。なお、同図において図１６および図２０と同一または
相当する部分には同一符号を付してその説明は省略する。
【０１５１】
　下段のパネル本体１ｅの上側の連結部材２ｄの他端が上段のパネル本体１ｅの背面に当
接して下段のパネル本体１ｅと係合し、パネル本体１ｅの下辺および上辺に設けられた係
合部１ｅ１が下段のパネル本体１ｅの上辺および上段のパネル本体１ｅの下辺に係合する
ことにより、複数段垂直に積み上げられた各パネル本体１ｅが上下に隣接するパネル本体
１ｅに係合して壁面が構成される。このようにパネル本体１ｅを積み上げることでも、例
えば、図１７に示すような橋脚５３を補強する壁面構造が完成する。
【０１５２】
　図２１（ｂ）は、第４の実施の形態の第１の変形例による壁面構造の一部側面図である
。なお、同図において図２１（ａ）と同一または相当する部分には同一符号を付してその
説明は省略する。
【０１５３】
　同図（ａ）に示す第４の実施形態では、連結部材２ｄおよび転倒防止部材３ｆは、一端
がパネル本体１ｅの背面および前面の各上方に固定され、他端が、上側に隣接するパネル
本体１ｅの背面および前面に当接して係合する構成であった。一方、同図（ｂ）に示す第
１の変形例では、連結部材２ｄおよび転倒防止部材３ｆは、一端がパネル本体１ｅの背面
および前面の各下方に固定され、他端が、下側に隣接するパネル本体１ｅの背面および前
面に当接して係合する構成になっている。これ以外の構成は第４の実施形態の構成と同一
である。
【０１５４】
　図２２（ａ）、（ｂ）および（ｃ）は、第４の実施の形態の第２の変形例による壁面構
造の最下段に設けられるパネル１Ｉの平面図、背面図および側面図、（ｄ）、（ｅ）およ
び（ｆ）は、２段目以降に積まれるパネル１Ｊの平面図、背面図および側面図である。な
お、同図において図２０と同一または相当する部分には同一符号を付してその説明は省略
する。
【０１５５】
　図２０に示す第４の実施形態では、連結部材２ｄは、一端がパネル本体１ｅの背面上方
に固定され、他端が、上側に隣接するパネル本体１ｅの背面に当接して係合する構成であ
った。一方、図２２に示す第２の変形例では、連結部材２ｄは、一端がパネル本体１ｅの
背面下方に固定され、他端が、下側に隣接するパネル本体１ｅの背面に当接して係合する
構成になっている。
【０１５６】
　図２３（ａ）は、図２２に示すパネル１Ｉ、１Ｊを複数段積み上げて構築して行く過程
における壁面構造の側面図である。なお、同図において図１６および図２２と同一または
相当する部分には同一符号を付してその説明は省略する。
【０１５７】
　下側の連結部材２ｄの他端が下段のパネル本体１ｅの背面に当接して下段のパネル本体
１ｅと係合し、パネル本体１ｅの下辺および上辺に設けられた係合部１ｅ１が下段のパネ
ル本体１ｅの上辺および上段のパネル本体１ｅの下辺に係合することにより、複数段垂直
に積み上げられた各パネル本体１ｅが上下に隣接するパネル本体１ｅに係合して壁面が構
成される。このようにパネル本体１ｅを積み上げることでも、例えば、図１７に示すよう
な橋脚５３を補強する壁面構造が完成する。
【０１５８】
　図２３（ｂ）は、第４の実施の形態の第３の変形例による壁面構造の一部側面図である
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。
【０１５９】
　同図（ａ）に示す第４の実施形態の第２の変形例では、連結部材２ｄは、一端がパネル
本体１ｅの背面下方に固定され、他端が、下側に隣接するパネル本体１ｅの背面に当接し
て係合し、転倒防止部材３ａは、一端がパネル本体１ｅの前面上方に固定され、他端が、
上側に隣接するパネル本体１ｅの前面に当接して係合する構成であった。一方、同図（ｂ
）に示す第３の変形例では、連結部材２ｄは、一端がパネル本体１ｅの背面上方に固定さ
れ、他端が、上側に隣接するパネル本体１ｅの背面に当接して係合し、転倒防止部材３ａ
は、一端がパネル本体１ｅの前面下方に固定され、他端が、下側に隣接するパネル本体１
ｅの前面に当接して係合する構成になっている。これ以外の構成は第４の実施形態の第２
の変形例の構成と同一である。
【０１６０】
　図２４（ａ）、（ｂ）および（ｃ）は、本発明の第５の実施の形態による壁面構造の最
下段に設けられるパネル１Ｋの平面図、背面図および側面図、（ｄ）、（ｅ）および（ｆ
）は、２段目以降に積まれるパネル１Ｌの平面図、背面図および側面図である。なお、同
図において図１と同一または相当する部分には同一符号を付してその説明は省略する。
【０１６１】
　本実施形態では、上側の連結部材２ｅは、一端が、矩形状の調整材８ａを介してパネル
本体１ｆに固定され、他端が、パネル本体１ｆの上方に突出してパネル本体１ｆに設けら
れている。また、パネル本体１ｆの上辺および下辺に段差を付けて設けられた係合部１ｆ
１が、上下に隣接するパネル本体１ｆの下辺および上辺に係合する構成になっている。ま
た、パネル１Ｌのパネル本体１ｆの下端部の係合部１ｆ１には、左右２箇所にインサート
ナットが設けられており、このインサートナットには、隣接するパネル本体１ｆの係合面
１ｆ１１に当接して係合させるためのボルト４ｌが螺合している。
【０１６２】
　本実施形態の連結部材２ｅは、これまでの実施の形態と異なって板状の形状をしており
、連結部材２ｅの上部寄りに設けられた穴にネジ溝が切られて、このネジ溝にボルト４ｂ
が螺合している。
【０１６３】
　転倒防止部材３ｇは、長方形状の金属製板材の短辺方向が垂直に折り曲げ加工されて形
成されている。転倒防止部材３ｇの両端部および中央部に設けられた穴にアンカーボルト
４ａおよびボルト４ｇが差し込まれ、差し込まれたこれらボルト４ａおよび４ｇがパネル
本体１ｆの背面に埋め込まれた各インサートナットに螺合して、同図（ｅ）に示すように
転倒防止部材３ｇがパネル本体１ｆの背面に水平方向に設けられる。両端部のアンカーボ
ルト４ａにはナット５ａが螺合している。
【０１６４】
　図２５（ａ）は、図２４に示すパネル１Ｋ、１Ｌを複数段積み上げて構築して行く過程
における壁面構造の側面図である。なお、同図において図２および図２４と同一または相
当する部分には同一符号を付してその説明は省略する。
【０１６５】
　パネル本体１ｆの上辺および下辺の各係合部１ｆ１は、隣接するパネル本体１ｆに係合
する係合面１ｆ１１が、隣接するパネル本体１ｆと所定の間隔１７があくように設けられ
ている。下辺の係合部１ｆ１は、隣接するパネル本体１ｆに係合する係合面１ｆ１１側に
出し入れ自在なボルト４ｌを介して、隣接するパネル本体１ｆに係合する。
【０１６６】
　また、設置された最下段のパネル１Ｋのパネル本体１ｆの上に２段目のパネル１Ｌのパ
ネル本体１ｆを積み上げる際、最下段のパネル１Ｋの設置後、２段目のパネル１Ｌのパネ
ル本体１ｆの背面において、転倒防止部材３ｇの両端部の穴にアンカーボルト４ａを差し
込み、このアンカーボルト４ａにナット５ａを螺合させて締め付けると共に、転倒防止部
材３ｇの中央部の穴にボルト４ｇを差し込んで締め付ける。これにより、転倒防止部材３
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ｇが、最下段のパネル１Ｌのパネル本体１ｆの連結部材２ｅと２段目のパネル１Ｌのパネ
ル本体１ｆとを相互に固定する。２段目のパネル１Ｌよりも上に積まれるパネル１Ｌも、
同様にして、隣接するパネル１Ｌのパネル本体１ｆの一方の連結部材２ｅと他方のパネル
１Ｌのパネル本体１ｆとが、転倒防止部材３ｇによって相互に固定される。
【０１６７】
　図２５（ｂ）は、第５の実施の形態の第１の変形例による壁面構造の一部側面図である
。
【０１６８】
　同図（ａ）に示す第５の実施形態では、連結部材２ｅは、一端がパネル本体１ｆの背面
上方に固定され、他端が、上側に隣接するパネル本体１ｆの背面に当接して係合する構成
であった。一方、同図（ｂ）に示す第１の変形例では、連結部材２ｅは、一端がパネル本
体１ｆの背面下方に固定され、他端が、下側に隣接するパネル本体１ｆの背面に当接して
係合する構成になっている。また、同図（ｂ）に示す第１の変形例における係合部１ｆ２
の形状は、同図（ａ）に示す第５の実施形態における係合部１ｆ１の形状と比べて、高さ
方向の突出形状が逆の形状になっている。また、同図（ａ）に示す第５の実施形態では、
パネル本体１ｆの下辺の係合部１ｆ１に、隣接するパネル本体１ｆの係合面１ｆ１１に当
接して係合させるためのボルト４ｌが螺合している構成であった。一方、同図（ｂ）に示
す第１の変形例では、パネル本体１ｆの上辺の係合部１ｆ２に、隣接するパネル本体１ｆ
の係合面１ｆ２１に当接して係合させるためのボルト４ｌが螺合している構成になってい
る。これ以外の構成は第５の実施形態の構成と同一である。
【０１６９】
　図２６は、図２４に示すパネル１Ｋ、１Ｌを複数段積み上げて完成した壁面構造の側面
図である。なお、同図において図３および図２５と同一または相当する部分には同一符号
を付してその説明は省略する。
【０１７０】
　この壁面構造は、図２５に示す壁面構造を、道路を拡幅するために既設の擁壁２１ａの
前面に構築した一例である。
【０１７１】
　このような第５の実施形態およびその第１の変形例による壁面構造によれば、上下のパ
ネル本体１ｆの位置関係を揃えずに行う曲線施工でパネル本体１ｆを積み上げる場合、下
方に積まれるパネル本体１ｆと上方に積まれるパネル本体１ｆとは一面とならず、上下の
パネル本体１ｆの前面側または背面側の間で出入りが生じることになる。しかし、この構
成によれば、係合部１ｆ１、１ｆ２の、隣接するパネル本体１ｆに係合する係合面１ｆ１
１、１ｆ２１が隣接するパネル本体１ｆと所定の間隔１７があくように設けられているた
め、この予め設けられた隙間により、係合部１ｆ１、１ｆ２の係合面１ｆ１１、１ｆ２１
と隣接するパネル本体１ｆとがぶつかり合うことなく、上下のパネル本体１ｆの位置関係
を揃えずに行う曲線施工によってパネル本体１ｆを作業効率よく積み上げることが可能に
なる。
【０１７２】
　また、第５の実施形態およびその第１の変形例による壁面構造によれば、上下のパネル
本体１ｆの位置関係を揃えずに行う曲線施工でパネル本体１ｆを積み上げる場合、上下の
パネル本体１ｆの背面が面一にならない場合でも、隣接するパネル本体１ｆに係合する係
合面１ｆ１１、１ｆ２１側へのボルト４ｌの出し入れを調整することにより、上下のパネ
ル本体１ｆを互いに容易に支え合わせてぐらつくことなく係合させることができ、上下の
パネル本体１ｆの位置関係を揃えずに行う曲線施工の作業効率が向上する。
【０１７３】
　また、第５の実施形態およびその第１の変形例による壁面構造によれば、パネル本体１
ｆを積み上げる作業において、転倒防止部材３ｇにより、隣接するパネル本体１ｆの一方
の連結部材２ｅと他方のパネル本体１ｆとが相互に固定されることで、パネル本体１ｆが
転倒するのが防止されて、パネル本体１ｆが自立する。
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【０１７４】
　図２７は、第５の実施の形態の第２の変形例による壁面構造の２段目以降に積まれるパ
ネル１Ｌの平面図、背面図および側面図である。なお、同図において図２４と同一または
相当する部分には同一符号を付してその説明は省略する。
【０１７５】
　第５の実施形態およびその第１の変形例による壁面構造では、水平方向に設けられた転
倒防止部材３ｇにより、隣接するパネル本体１ｆの一方の連結部材２ｅと他方のパネル本
体１ｆとが相互に固定される構成であった。一方、本変形例では、転倒防止部材３ｈが隣
接するパネル本体１ｆの一方の連結部材２ｅと他方のパネル本体１ｆとを相互に固定する
。
【０１７６】
　転倒防止部材３ｈは鋼棒などで構成され、棒状の転倒防止部材３ｈの一方の端部がフッ
ク状に曲げられている。この転倒防止部材３ｈのフック状の端部が、上段のパネル１ｆの
背面側に突出したアンカーボルト４ａに溶接されて、アンカーボルト４ａを介して上段の
パネル１ｆの背面に固定されている。転倒防止部材３ｈの他方の端部は、下段のパネル本
体１ｆの上側の連結部材２ｅの背面に溶接されて固定されている。このように転倒防止部
材３ｈにより、隣接するパネル本体１ｆの一方のパネル本体１ｆと他方の連結部材２ｅと
が相互に固定されることで、パネル本体１ｆが転倒するのが防止されて、パネル本体１ｆ
が自立する。
【０１７７】
　なお、上下のパネル本体１ｃ、１ｄ、１ｅ、１ｆを係合する各係合部１ｃ１、１ｃ２、
１ｄ１、１ｄ２、１ｅ１、１ｆ１、および１ｆ２は上述した各形状に限定されることはな
い。上下のパネル本体１ｃ、１ｄ、１ｅ、１ｆを係合することができれば、どのような形
状であってもよい。
【０１７８】
　また、上述した第５の実施形態における図２４に示す転倒防止部材３ｇ、および第５の
実施形態の第２の変形例における図２７に示す転倒防止部材３ｈは、これら各図に示す壁
面構造に限らず、他の各実施形態およびそれらの各変形例による壁面構造にも同様に適用
することが出来る。また、同様に、前述した第１の実施形態の第３の変形例における図８
に示す転倒防止部材３ｃ、第２の実施形態における図１１に示す引張材４２ａ～４２ｄで
構成される転倒防止部材、第２の実施形態の第２の変形例における図１３に示す転倒防止
部材３ｄ、および第２の実施形態の第３の変形例における図１４に示す転倒防止部材３ｅ
も、これら各図に示す壁面構造に限らず、他の各実施形態およびそれらの各変形例による
壁面構造にも同様に適用することが出来る。
【０１７９】
　また、上述した各実施形態および各変形例では、壁面の背面にコンクリート１５で裏込
部を形成した場合について説明したが、裏込部は、コンクリート以外によって構成しても
よく、例えば、軽量コンクリートや、グラウト材、盛土などで構成してもよい。また、上
述した各実施形態および各変形例では、連結部材２ａ～２ｅ、転倒防止部材３ａ～３ｈ、
および引張材４２ａ～４２ｄを鉄鋼製の材質で構成した場合について説明したが、鉄鋼製
以外の材質で構成してもよい。また、パネル本体１ａ～１ｆの材質もコンクリートに限定
されることはなく、例えば、樹脂等によって構成してもよい。
【０１８０】
　また、上述した各実施形態および各変形例では、パネル本体１ａ～１ｆの上側や下側に
２個の連結部材２ａ～２ｅや転倒防止部材３ａ、３ｆを設ける構成であったが、パネル本
体１ａ～１ｆの上側や下側に設けられる連結部材２ａ～２ｅや転倒防止部材３ａ、３ｆの
個数は、２個に限らず、１個や３個以上であってもよい。例えば、パネル１Ｃ、１Ｄの上
側に２個の連結部材２ｂ、パネル１Ｄの下側に最低１個の連結部材２ｂを設ける構成や、
パネル１Ｃ、１Ｄの上側に最低１個の連結部材２ｂ、パネル１Ｄの下側に２個の連結部材
２ｂを設ける構成などにしてもよい。
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【符号の説明】
【０１８１】
　１Ａ～１Ｌ…パネル
　１ａ～１ｆ…パネル本体
　１ｃ１、１ｄ１、１ｅ１、１ｆ１、１ｆ２…係合部
　２ａ～２ｅ…連結部材 
　３ａ～３ｈ…転倒防止部材
　２ａ１、３ａ１、１ｆ１１、１ｆ２１…係合面
　４ａ～４ｌ…ボルト
　８ａ…調整材
　９、１０、１７…所定の間隔
　１５…コンクリート
　４２ａ～４２ｄ…引張材
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